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平成 24 年 9 月 18 日開会    美波町議会第 3 回定例会会議録 

 

平成 24年 9月 18日 美波町議会第 3回定例会を美波町役場議場に招集された。 

 

１、応召議員は次のとおりである。 

  2 番 江本  昇    3 番 影山 美雄     4 番 川尻 竹藏 

  5 番 永本善次郎    6 番 丸龍 孝敏     7 番 北山 朝彦 

  8 番 向山 篤宏    9 番 岩瀬  公    10 番 坂口  進 

 11 番 寺下 博子    12 番 新開 悦博    13 番 舛田 人 

 14 番 山本 正男 

 

１、不応召議員は次のとおりである。 

 

   な      し   

 

１、出席議員は次のとおりである。 

  2 番 江本  昇    3 番 影山 美雄     4 番 川尻 竹藏 

  5 番 永本善次郎    6 番 丸龍 孝敏     7 番 北山 朝彦 

  8 番 向山 篤宏    9 番 岩瀬  公    10 番 坂口  進 

 11 番 寺下 博子    12 番 新開 悦博    13 番 舛田 人 

 14 番 山本 正男 

 

１、本会の書記は次のとおりである。 

   議会事務局長  木里 茂樹 

 

１、地方自治法第 121 条の規定により説明のために会議に出席したものは次のと

おりである。 

町 長  影治 信良    副 町 長  山路 和秀 

教 育 長  寺内 康博    支 所 長  濱  浩治 

会計管理者兼会計課長  谷口 和江    総務企画課長  礒野 晴幸 

住民生活課長  岩瀬 和夫    保健福祉課長  花木美名子 

税 務 課 長  丸岡  武    建 設 課 長  鈴木 義勝 

産業振興課長  今津 秀貴    消防防災係長  橋本 一晴 

水 道 課 長  中林 伸次    住 民 室 長  藤井 隆司 

地域振興室長  小坂  進    日和佐病院事務長  岡本 照彦 

由岐病院事務長  木本  節    教 育 次 長  海司 広幸 

学校教育課長  武田 和幸    社会教育課長  鶴木 敏夫 

教 育 委 員 長  原田 村美    監 査 委 員  青木 昭夫 
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1.会議事件は次のとおりである。 

認定第 1 号 平成 23 年度美波町公営企業会計決算の認定について 

認定第 2 号 平成 23 年度美波町歳入歳出決算の認定について 

報告第 7 号 平成 23 年度決算における健全化判断比率について 

報告第 8 号 平成 23 年度決算における資金不足比率について 

議案第 53 号 町道路線の認定について 

議案第 54 号 町道路線の変更について 

議案第 55 号 美波町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

の制定について（条例第 17 号） 

議案第 56 号 美波町道路占用料徴収条例の制定について（条例第 18 号） 

議案第 57 号 美波町がけ崩れ対策工事分担金徴収条例の一部を改正する条例 

について（条例第 19 号） 

議案第 58 号 平成 24 年度 美波町一般会計補正予算（第 2 号） 

議案第 59 号 平成 24 年度 美波町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 2 号） 

議案第 60 号 平成 24 年度 美波町簡易水道事業特別会計補正予算（第 1 号） 

議案第 61 号 平成 24 年度 美波町公共下水道事業特別会計補正予算（第 2 号） 

議案第 62 号 平成 24 年度 美波町介護保険事業特別会計補正予算（第 1 号） 

議案第 63 号 平成 24 年度 美波町国民健康保険阿部診療所特別会計補正予算 

（第 1 号） 

議案第 64 号 平成 24 年度 美波町後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号） 

議案第 65 号 平成 24 年度 美波町水道事業会計補正予算（第 1 号） 

議案第 66 号 平成 24 年度 美波町病院事業会計補正予算（第 2 号） 

 

請願第 1 号 常設型の美波町住民投票条例制定に関する請願 
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9 月 18 日（火） 

（時に 9 時 00 分） 

議 長 おはようございます。本日、平成 24 年第 3 回美波町議会定例

会が招集されましたところ、議員各位には何かとご多忙の折、

出席下さいまして、まことにありがとうございます。 

只今の出席議員は 13 名です。定足数に達しておりますので、

これより平成 24 年第 3 回美波町議会定例会を開会いたします。 
会議に先立ちまして諸般の報告を行います。7 月 17 日議会運

営委員会、7 月 25 日議会広報特別委員会、7 月 26 日総務産業建

設委員会を開催しました。7 月 27 日徳島県町村議会議長会定例

会が開催され議長が出席しました。8 月 16 日元全国都道府県議

会議長会議事調査部長の野村稔氏を招き議会の運営と改革につ

いて研修会を行いました。8 月 24 日議員定数について議会運営

委員会を開催しました。9 月 7 日総務産業建設委員会、文教厚生

委員会及び防災対策特別委員会を開催しました。9 月 11 日第 3

回定例会の日程等について議会運営委員会を開催しました。9

月 14 日県営事業の推進について、県道日和佐小野線のバイパス

整備、県単独砂防事業による津波避難階段等の整備を県庁にお

いて徳島県知事に要望活動及び要望書を提出してきました。以

上で、諸般の報告を終わります。  
本日の会議を開きます。日程第 1 会議録署名議員の指名を議

題といたします。会議録署名議員の指名を行います。本定例会

の会議録署名議員は、会議規則第 115 条の規定により、議長に

おいて指名いたします。9 番岩瀬議員、11 番寺下議員、両名を

指名いたします。  
日程第 2 会期決定の件を議題といたします。会期につきまし

ては､去る 9 月 11 日に議会運営委員会を開催しておりますので

議会運営委員長より､ご報告をお願い致します。 

寺下委員長 

1 1 番 議 員 おはようございます。議会運営委員長報告を行います。9月11

日午前9時より、議会運営委員会を開催いたしました。委員7名

出席のもと、理事者側からは影治町長、山路副町長、礒野総務

企画課長の出席を求め、平成24年美波町議会第3回定例会に、上

程予定の議案内容につきまして慎重に審議いたしました。結果、

会期は本日9月18日より9月26日までの9日間開催することに決

定いたしました。 

なお、今回の議会運営委員会までに提出されている、請願・

陳情等について、議会運営委員会で審議を行った結果を報告い
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たします。緊急事態基本法の早期制定を求める意見書提出を求

める請願については、内容を精査することといたしました。美

波町議会基本条例の制定と議員数4名削減案に関する要望書に

ついては、現在、議会運営委員会で協議を重ねていることから、

継続して協議を行うこととしております。議員定数の方向性に

ついては、議会運営委員会で協議を重ねており、近年、地方交

付税の減少や税収等の落ち込みなどによる町財政がひっ迫して

いる現状を考えると、行財政改革の一端として議会においても

経費削減を図ることに努める必要があるとの意見や、しかしな

がら定数の削減は住民の様々な意見や要望を町政に反映させる

ことに影響を及ぼすという意見等もあり、それら様々な意見を

踏まえながら今後も協議を継続し、平成25年3月をめどに意見集

約を行い、一定の方向性を出すということを確認しております。

なお、一般質問の通告は本日の正午までといたしております

ので、ご承知おき願いたいと思います。以上で、議会運営委員

長報告を終わります。 

議 長 諮りいたします。  
本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本日か

ら 9 月 26 日までの 9 日間とすることにご異議ございませんか。 
（異議なし）  

「異議なし」と認めます。 

よって会期は本日から 9 月 26 日までの 9 日間と決定いたしま

した。なお、会議予定につきましては、お手元にご配布の日程

表により進めたいと思いますのでご了承願います。  
日程第 3 町長提案理由説明を議題といたします。本定例会に

提出されております議案は、議案一覧表にありますとおり認定

議案 2 件、報告議案 2 件、町道路線認定・変更議案 2 件、条例

議案 3 件、補正予算議案 9 件、計 18 件であります。これを一括

して議題といたします。  
影治町長に提案理由の説明を求めます。  
町長 

町 長 おはようございます。朝夕にようやく秋の気配を感じるよう

になりました本日、平成 24 年美波町議会第 3 回定例会を招集い

たしましたところ、議員各位には公私何かとご多用の中全員の

ご出席を賜りまして、ご審議をいただけますこと大変有り難く

存じているところであります。 

さて、本定例会におきましてご審議をお願いする議案につき

ましては、平成 23 年度の決算認定 2 件と、地方公共団体の財政
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の健全化に関する法律に基づく比率等についての報告 2 件、町

道路線認定・変更議案 2 件、条例議案 3 件、平成 24 年度の一般

特別会計の補正予算に関する議案 9 件の計 18 件を提出している

ところであります。 

議案説明に先立ちまして、平成 23 年度普通会計の決算概要に

ついてと、諸般のご報告を申し上げます。まず、決算概要につ

いてでありますが、歳入の決算額は 5,580,427 千円、歳出の決

算額は 5,366,257 千円で、形式収支は 214,170 千円であります。

この額から翌年度に繰り越すべき財源 30,426 千円を差引いた実

質収支は 183,744 千円となり、実質収支比率は 4.9％となってい

ます。次に、主な財政指標でございますが、経常収支比率は

84.0％で、対前年度比＋4.3％と前年度に比べ悪化しております

が、これは経常的財源となる普通交付税などが平成 22 年の国勢

調査人口の減少に伴い減額となったことによるものでありま

す。公債費比率は 5.8％で、対前年度比 0.0％の維持、起債制限

比率は 4.7％で、対前年度比 1.2％の改善、実質公債費比率は

8.0％で、対前年度比 1.5％の改善となっております。このよう

に財政指標が改善してきている要因としては、合併後、集中改

革プラン、行財政改革プランに基づき行財政改革に取り組んで

きた成果であると捉えています。今後の地方交付税の動向によ

っては、財政状況が急激に悪化する恐れもあることが十分考え

られることから、今後とも健全な財政運営に努めてまいりたい

と考えているところであります。 

次に、諸般の報告として第 2 回定例会以降における各課・室

の事務事業の進捗状況についてご報告を申し上げます。まず始

めに、総務企画課関係でございますが、4 月 1 日付けで徳島県滞

納整理機構に派遣していた職員が、任期途中ではありましたが

健康上の理由により交代させることになり、8 月 1 日付けで 3

名の異動を行っております。平成 23 年度からの繰越事業であり

ます都市防災総合推進事業は、ヘリポート建設のための防災基

盤整備工事は完成し、舗装工事を 10 月頃発注予定といたしてお

ります。また、役場本庁舎北側の 1 号避難路整備工事について

は、ほぼ完成し、夜間照明及び看板を残すのみとなっています。

また、宝木橋南側の 3 号避難路整備工事については、擁壁工事

が完成し、避難タワーについて現在工事中であり、9 月末の完成

予定であります。 

次に、サテライトオフィス誘致関係でございますが、今年 5

月に開所したサイファー・テック株式会社美波 Lab では、美波
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町の活性化・課題解決を図る取り組みとして、大学生を対象と

した、アプリ開発合宿 in 美波を美波町及び徳島県との共催で実

施いたしました。この事業はインテル株式会社のご協力も得て、

30 名を超える学生の応募の中から 9 名の学生を選考し、8 月 20

日から 25 日までの 5 日間、美波町の魅力を発信するスマートフ

ォン向けアプリの開発に取り組みました。私も講師として招か

れ、美波町の現状と課題と題して 70 分間お話しをさせていただ

きました。なお、この開発したアプリは徳島県主催のデジタル

コンテンツコンテスト、ICT 徳島大賞に応募することとなってい

ます。また、新たに美波町に進出の意向を示されておりました

IT 関連のコンサルティング会社でありますプライマル株式会社

が 7 月 25 日に美波町と覚書を結び、正式にサテライトオフィス

を開設して頂くことが決まりました。現在、オフィスの改修工

事を行っており、9 月末に完成し、10 月 15 日に開所式を行う予

定となっています。今後とも、徳島県や関係機関との連携を図

り、新たなサテライトオフィス誘致に取り組んで参りたいと考

えております。 

平成 24 年度から新たに徳島県との協働により、地域がキャン

パス推進協議会を設立し取り組んでおります、地・学・官、連

携による地域振興モデル事業についてでありますが、6 月に四国

大学文学部の学生が、日中比較文化史演習として、薬王寺にお

いて一般公開されていない仏画やふすま絵などの宝物を調査・

研究を行った結果について、8 月 4、薬王寺文化財調査報告会と

して開催されました。また、四国大学経営情報学部の学生は由

岐地域を中心とした地域が抱える課題について研究するため、9

月 5 日から 7 日にかけて合宿を行い、現地で実地調査などを行

っております。徳島文理大学総合政策学部が取り組む、卒業研

究についても 8 月から 9 月にかけて、ボランティアガイドの取

り組みや、日和佐ちょうさ保存会の活動など幅広いテーマでの

実地研修を行い、10 月の八幡神社の秋祭りや赤松神社の秋祭り

にも参加することとなっています。今後も、地域、大学及び行

政の連携の下、若者の発想や視点を活かした新たな地域活性化

への取り組みとして、引き続き行って参りたいと考えておると

ころであります。 

第 2 次美波町総合計画策定についてでありますが、現在住民

アンケートについては回収が終わり集計作業に入り、事務事業

の全体像を把握するための事務事業棚卸し調査などを進めてい

るところであります。また、住民参画の一環として役場若手職
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員と各町内会から住民の方 1 名にご参加を頂き、合同ワークシ

ョップを 8 月 22 日と 23 日に由岐地区と日和佐地区で行ってお

ります。このワークショップについては今後 2 回開催し、取り

まとめすることにいたしております。今後は、9 月 26 日に中学

生を対象とした美波こども未来会議ワークショップの開催や各

課ヒアリングの実施などを行い、美波町のビジョンとなる総合

計画の策定に取り組んで参いりたいと考えております。職員の

能力向上や自己啓発を目的とした職員研修については、8 月 9

日と 8 月 10 日の 2 日間、市町村アカデミー客員教授の大塚康男

氏をお招きし、債権管理研修や職員危機管理研修を開催いたし

ました。自治体が抱えている債権管理や危機管理の問題につい

て 58 人の職員が参加し、研修いたしております。また、この研

修は定住自立圏構想の取り組みの一つとして阿南市からも参加

して頂いております。今後も、これら研修を通じて公務員とし

ての自己研鑽に努め、職員のスキルアップを図って参ります。

病院建設に当たりましては、平成 24 年 6 月議会でご承認を頂

きました美波町医療体制整備方針に基づき事業推進を図ってお

り、9 月 7 日の病院事業改革特別委員会において、その後の経過

報告と今後の病院建設に向けたスケジュール等について説明を

させていただいたところでありますが、改めて現在の進捗状況

についてご報告申し上げます。現在、病院建設予定地の不動産

鑑定業務を終えて、基本設計及び詳細設計に向けた発注支援業

務、敷地調査業務、交差点予備設計業務を発注すると共に、阿

南税務署及び徳島県用地対策課など関係機関との事前協議を行

っているところであります。用地関係者とも 7 月 16 日に協議を

行い、境界の確定作業に入っております。なお、用地取得につ

いては、県の事業認定を受ける必要があることから、来年度に

なる予定であり、先般、地権者の方々にその旨を説明させてい

ただき、ご理解とご了解をいただいたところであります。また、

9 月 12 日には第 1 回の美波町立病院建設検討委員会を開催し、

町立病院が担うべき医療や施設機能についての検討を始めさせ

て頂いております。この検討委員会は、全体で 5 回予定してお

り、11 月頃には病院について方針をとりまとめ、来年 1 月頃に

は保健センター仮称について取りまとめる予定といたしており

ます。これと平行して、病院職員を対象としたワーキンググル

ープによる第 1 回目の協議を 9 月 20 日に開催する予定としてお

り、建設に向けての方針に反映していくことといたしておりま

す。今後の予定といたしましては、来年 1 月頃に病院の基本設
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計、実施設計を発注し、来年 2 月頃には保健センター仮称の基

本設計、実施設計を発注いたしたいと思っております。建設財

源となります地域医療再生臨時特例交付金の交付条件である平

成 25 年度中の建設着手に向け、鋭意取り組んで参りますので、

議員の皆様方のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

次に、保健福祉課関係でございますが、9 月 7 日に議員各位に

もご臨席を賜り、美波町敬老の日記念式典を開催いたしました。

ご長寿の節目を迎えられました、100 歳以上の高齢者 13 名、白

寿 6 名、米寿 59 名、喜寿 148 名の皆様に案内をし、当日ご出席

をいただきました皆様と共に、心から長寿のお祝いを申し上げ

たところでございます。また、9 月 17 日の敬老の日には、101

歳以上の高齢者 9 人を訪問し、ご長寿のお祝いを申し上げると

共に、お祝い状及びお祝い金を贈らさせて頂きました。 

次に、産業振興課関係でございますが、JA かいふの水稲の集

荷状況によりますと、8月 26日現在の総集荷量は 3,943袋 118.29

ｔで、昨年の同時期比、72.5％でありました。これは、6 月に雨

の日が多く生育が 1 週間ほど遅れていると言うことであります

が、その内 1 等米の比率は 77.5％で平年を上回り、やや良と聞

き及んでいます。また、おいしい地域ブランド米として乙姫米

を JA かいふと共に振興してきております。例年通り、消費拡大

と PR のため、8 月 18 日には県内の消費者 48 招き、生産者と消

費者との交流会を開いたところでございます。 

次に、商工・観光関係でございますが、商工会関係として、

日和佐・由岐両商工会の合併に向け、去る 7 月 9 日に徳島県商

工連合会会長岡本富治氏と私が立会人となり、美波町商工会合

併基本協定書調印式を行い、同日に第 1 回美波町商工会合併協

議会を開催いたしました。また、8 月 21 日には、第 2 回の美波

町商工会合併協議会を開催し、平成 25 年 4 月 1 日新設合併を目

標に、月 1 回の予定で合併に関する協議を行うこととしており

ます。 

観光関係のイベントとして、7 月 14 日にはうみがめ祭りを開

催し、大浜海岸での感謝祭・桜町通りでのストリートパフォー

マンス・阿波踊り・納涼花火などを行い、翌日 7 月 15 日には、

日和佐うみがめトライアスロン大会を開催いたしました。両日

とも天気には恵まれ、予定しておりましたプログラムは、すべ

て実施する事が出来、大勢の皆様に楽しんでいただけたものと

思っております。特に、トライアスロン大会は 13 回目の大会と
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なり、インターネットによる申し込みのみといたしましたが、

申込者が多く、過去最短の 2 日間で申し込みを打ち切りました。

申し込み数は、過去最多の 785 人からの参加申し込みがあり、

当日は 743 名が入賞を目指して体力の限界に挑戦いたしました。

この大会は、参加者のみならず、ご家族・グループ・応援団等

が訪れるスポーツイベントであることから、美波町は勿論、近

隣の市町村にまで経済効果を及ぼすイベントとして定着した感

があります。また、8 月 5 日には、観光協会主催によります、清

流日和佐川で自然を楽しもうと題して、西河内の永田橋川原で

鮎のつかみ取り・川の生物観察会・水中宝探し・カヤック体験

等を行い、町内外から 163 名の有料参加者があり、大変にぎわ

ったところであります。今後のイベント予定としては、9 月 23

日に、四国の右下ロードライド 2012 が実施されます。まぜのお

かオートキャンプ場を発着点として、海部郡と阿南市・那賀町

を巡るセンチュリーコース 160ｋm と海部 3 町を巡るクリスタル

コース 95ｋm の 2 コースが開催されます。また、9 月 30 日には

美波町観光協会主催で秋の観光まつりを、11 月 18 日には日和佐

商工会主催のひわさ商工祭を、また、12 月 8 日、9 日には四国

の右下右上がり協議会が主催する県南地域四国の右下食博覧会

をまぜのおかで開催予定としております。海部郡 3 町で組織す

る南阿波よくばり体験推進協議会が行っている体験型観光や修

学旅行受入状況でございますが、5 月に 6 校 772 名、6 月に 6 校

962 名、9 月 11 日～12 日の京都市立洛風中学校をはじめ、9 月

13 日～14 日には尼崎市立成良中学校を受け入れております。今

後、修学旅行等の受入予定としては、10 月 11 日～12 日の福山

市立新市中央中学校をはじめ、10 月 15 日～18 日に福山市立培

遠中学校、10 月 25 日～26 日には徳島県川島中学校が訪れるこ

とになっております。また、11 月～12 月にかけては、4 校の予

約が入っております。 

平成 25 年 3 月 16 日～18 日にかけて徳島県で行われる第 9 回

全国ほんもの体験フォーラム in 徳島では、県南部関係として、

16 日にアスティとくしまで全体フォーラムおよび情報交換会

を、17 日午前中には第一分科会のテーマとして、漁業と海の活

用により漁業振興をと題して、第二分科会のテーマとしては、

自治体連携とコーディネート組織の運営と題して、2 分科会が牟

岐町の海の総合文化センターで開催され、17 日午後と 18 日に

は、1 泊 2 日の体験ツアーとして、南阿波の農家生活体験&カツ

オのたたき作り体験他、5 体験メニューを海部郡 3 町で実施する
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こととなっておりますので、ご支援ご協力のほどよろしくお願

いを申し上げます。 

次に、支所における産業振興関係でございますが、水産関係

では、志和岐漁協に委託しているクエの養殖試験において、8

月 16 日早朝、志和岐漁協の組合長から、魚介類蓄養施設のクエ

の水槽で水が濁り、クエの状態がおかしいとの連絡があり、担

当職員が現地で確認をしたところ、閉鎖循環養殖試験を行って

いる二つの水槽の内、B 槽のクエが全滅しているのを確認し、検

査に回す 3 匹を除き、全て敷地内に埋立処分いたしました。B

槽で斃死したクエの数は 200 匹、平均体重は 530ｇでした。今回

の大量死の原因については、徳島県水産研究所の研究員に調査

して頂いたたところ、B 槽の溶存酸素が A 槽よりも 20％低いこ

とが判明し、高水温による食欲旺盛期に入ったクエに対し、飽

食量の餌を与えたことによって溶存酸素を一気に消費し、短時

間に酸欠状態に陥ったことが原因ではないかと考えられるとの

ことであります。また、念のためにウィルス感染の有無を確認

するため、斃死したクエ 3 匹を持ち帰って検査をして頂いた結

果、1 匹からウィルス性神経壊死症の症状が確認されたものの、

今回の大量死の直接の原因では無いであろうとのことでありま

した。このため、現在 A 槽では約 170 匹のクエが生存しており

ますので、引き続き、志和岐漁協に養殖試験を行って頂き、県

水産研究所の協力を得て薬を投薬し、様子を観察しながら秋に

は 1 ㎏を超えるものについて、漁協を介して販売を試み、商品

価値を確認してみたいと考えております。 

田井ノ浜海水浴場については、7 月 1 日に海水浴場開きを開催

し、8 月 27 日までの 58 日間開設致しました。海開きでは、水神

祭、宝探し、日和佐太鼓の演奏が行われたほか、由岐公民館が

カヌー体験を実施しました。海水浴場利用者については、昨年

から 1,886 人減の 6,986 人で、平成元年以降最少の利用人数と

なりました。住民と帰省者との貴重なふれあいの場として、ま

た由岐地区における数少ないステージイベントの一つとして、

お盆の恒例行事となっている第 28 回ふるさと由岐まつりは、例

年通り 8 月 15 日に由岐支所前グラウンドを会場に開催され、約

1,500 名の来場者でにぎわいました。なお、今年で 22 回目とな

る、由岐伊勢エビまつりにつきましては、由岐商工会を事務局

として 10 月 28 日に開催する予定となっており、ゆるキャラ着

ぐるみ「えびー太」の製作を含めて、実行委員会において順次

準備が進められております。 
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次に、建設課関係でございますが、はじめに町工事について

ご報告をいたします。道路関係でございますが、外ノ磯線法面

改良工事、久望尾野線路肩補修工事は 8 月上旬に発注しており

ます。7 月の梅雨前線豪雨により被災した公共土木施設災害 7

箇所、河川 4 箇所・道路 3 箇所は、9 月 4 日～5 日に査定を受け

たところでございます。そのうち 4 箇所は予備費から応急本工

事、応急仮工事を実施しております。また、7 月の入札から金額

1,300 千円以上の工事について、変動型最低制限価格制度を試行

しております。次に、県工事の主なものについてご報告申し上

げます。まず、道路関係でございますが、災害時における田井・

恵比須浜地区の命の道として、日和佐小野線の田井・北河内バ

イパス整備について、様々な方法を検討して参りました。9 月

14 日に、坂口議長、山本副議長、江本総務産業建設委員長、舛

田総務産業建設副委員長と共に、飯泉知事に要望を行いました

ところ、知事から地権者等地元のご理解が得られるのであれば、

県として来年度から調査に取り掛かっていきたいと大変ありが

たいご回答を頂いたところであります。また早く完成させる手

法として、自衛隊の第 14 施設隊にもお願いしたいと言って頂き

ました。今後は町としても県と協議をしながら、地元調整を進

めて参りたいと考えております。赤松由岐線では、赤松耳瀬で

局部改良工事は 9 月末に発注と、赤松由岐線馬路の山腹崩壊に

よる道路災害復旧は、舗装は 8 月末に完了と、赤松由岐線久望

の道路維持修繕は、測量設計は 8 月末に完了し、9 月から用地測

量に着手すると、それぞれ聞いております。日和佐小野線・田

井ノ浜の現道改良については、元美波荘付近の側溝工事は 10 月

に発注予定と聞いております。日和佐小野線役場本庁前付近大

浜寄り舗装工事については、8 月上旬に発注し、9 月末完了予定

と聞いています。また、役場本庁前通りの両側歩道に避難誘導

のための青色 LED139 箇所と避難誘導灯 2 箇所設置する工事につ

いては 8 月中旬に発注し、10 月末の完了予定と聞いております。

由岐大西線の阿部での緊急地方道は、阿部集落のすぐ手前の第 1

分割は 12 月末の完了予定で、西谷橋付近の第 2 分割は 12 月末

の発注予定と聞いております。由岐大西線の阿部でのお水荘と

その続きの阿部寄りの測量設計は、10 月末完了の予定と聞いて

おります。日浦野田線の道路維持修繕の用地測量は、7 月上旬に

発注し、境界立会を 8 月下旬に行ったと聞いております。 

次に、河川・砂防・治山関係でございますが、奥潟川総合流

域防災事業の 3 分割で発注した支線の牟井谷川は、25 年 2 月末
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の完了予定、樋門は 10 月下旬に発注予定、舗装は年明けに発注

予定と聞いております。県営の急傾斜地崩壊対策事業は、伊座

利小学校裏付近での擁壁、法面工事は、24 年度分は 10 月末完了

予定と聞いております。また、県営の急傾斜地崩壊対策事業は、

日和佐小学校裏付近で測量設計中で、地質調査を 10 月下旬に発

注予定と聞いております。県単砂防事業の津波避難階段工事は、

測量設計中であり、準備が整えば発注すると聞いております。

山王谷の通常砂防事業は、用地補償に着手していますが、今後、

砂防指定手続きに着手すると聞いております。また、通常砂防

事業の北河内本村の県立阿南養護学校日和佐分校及び社会福祉

法人柏涛会裏の池ノ内谷で、測量・設計を 8 月下旬に発注した

と聞いております。治山事業で実施している南海地震対策の苫

越の防潮堤嵩上げ工事は、9 月末頃の発注予定と聞いておりま

す。繰り越しした北河内久望の予防治山事業は、6 月末に完了し

たと聞いております。 

次に、港湾関係ございますが、日和佐港の海岸高潮対策事業

は、南防波堤改修工事の 23 年度繰越分は 25 年 1 月の完了予定

と聞いております。昨年 9 月の台風 12 号で被災しました日和佐

港の一文字堤災害復旧港湾工事は、4 月上旬発注しましたが、台

風等で遅れて 11 月上旬の完了予定と聞いております。 

次に、地域高規格道路についてでございますが、日和佐道路

の田井高架橋付近の 2 箇所の緊急時に避難可能な通路の防災対

策工事については、11 月に発注し、年度内完了予定、木岐高架

橋付近の避難階段への手摺設置工事は 8 月末に完了したと聞い

ております。また、今年度事業化になりました福井道路が測量・

調査立ち入りに向け、7 月 3 日～5 日に事業化後初の住民説明会

を阿南市で開催したと聞いております。 

次に、国道関係でございますが、山河内地区の防災対策工事

は、7 月末に完了し、日和佐川橋耐震補強工事は、来年 2 月の完

了予定、道路照明器具を LED へ取替え等の道路照明設置工事は、

11 月の完了予定と聞いております。 

次に、消防防災課関係でございますが、南海トラフの巨大地

震発生に対し徳島県南部地域の実情に即した、助かる命を助け

ることを最優先した津波減災対策について、産・学・官・民が

結集してこの課題に取り組む、南部津波減災対策推進会議が設

置され、6 月 28 日に阿南市において第 1 回目の会議が開催され、

津波減災県南モデルを検討していくこととなりました。7 月 2

日には、昨年度発足した美波町自主防災会連合会の平成 24 年度
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総会が開催され、7 月 29 日に実施した地震・津波避難訓練、防

災リーダー研修について、美波町の防災に関する活発な意見が

交わされ、今後も各地区とも積極的に自主防災会活動を行って

いくことを確認しました。7 月 5 日には、鳥取県日吉津村議会の

総務経済常任委員会 5 名及び事務局が美波町の防災について視

察研修のため来町し、当町からは、山本副議長、寺下防災特別

委員長、西の地防災きずな会酒井会長、議会事務局長が出席し、

美波町及び西の地防災きずな会の取り組みを紹介し、日吉津村

からも、現在の取組状況を紹介いただき、意見交換を行い、中

由岐の急傾斜施設の視察を行いました。7 月 29 日には、「午前 7

時 00 分、徳島県南部に地震が発生、震度 6 強を観測し、徳島県

沿岸では大津波が発生すると予測される。」という想定で地震・

津波避難訓練を美波町全域で実施いたしました。今回は消防団

員、自主防災会、役場職員も誘導等行わず、避難するというこ

ととしたため、正確な避難参加人員の把握はできていませんが、

約 1,000 人の参加があったと思われます。美波町防災無線のデ

ジタル化を行うため、プロポーザル方式により防災行政無線整

備事業業者の決定を行うこととし、8 月 1 日に提案書類による 1

次選考で 3 業者を選定し、その後 8 月 8 日にプレゼンテーショ

ン第 2 次選考を実施し、西日本電信電話株式会社に決定いたし

ました。施設の整備計画としては、260ＭＨｚ防災無線システム

で移動系・同報系を統合し、本庁舎に統制台、支所には遠隔制

御局、町内 46 箇所の同報子局と移動系携帯端末 25 台、半固定

端末 4 台、移動系車載型端末 25 台を配置する予定としており、

これにより本庁舎並びに支所のみならず、移動系端末からも緊

急放送を行うことが可能となります。例年 9 月 1 日の防災の日

に行っている公共施設等を対象とした地震・津波避難訓練は、

今年は 9 月 3 日に学校・幼稚園・保育園・支援学校など町内 17

施設を対象に行い、児童・生徒・施設入所者等 1,175 名が参加

いたしました。避難者の安全確保及び周囲の状況に配慮しなが

ら、あらかじめ定められた場所までの避難を実施し、各施設に

派遣した消防団員が避難者を安全な避難場所まで誘導して、避

難訓練を終えています。8 月 29 日には、内閣府から南海トラフ

の巨大地震による津波高・浸水域等及び被害想定の公表があり、

今回、美波町の津波高は徳島県内で最大となる 24ｍ、津波高が

1ｍとなる津波最短到達時間が 12 分などの想定内容となってお

ります。なお、9 月 27 日に美波町自主防災会連合会の臨時総会

を開催し、内閣府からの津波高等の公表内容について説明を行
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う予定としています。また、危機管理プロジェクトでは、幹事

会を 8 月 21 日に開催し、7 月 29 日の津波避難訓練結果の報告、

個別危機管理マニュアルの委託業務の経過報告、都市防災推進

事業における災害危険度判定調査業務に利用する検討資料の作

成依頼等、事務的な打ち合わせを行っております。 

次に、教育委員会関係でございますが、学校教育については、

日和佐小学校と由岐中学校のスクールバスについては、8 月 10

日に納車が完了し、2 学期から新車での運行を行っております。

また、日和佐学校給食センターの配送業務につきましては、2

学期から有限会社海南タクシーに業務を委託しております。社

会教育では、8 月 30 日、31 日の 2 日間にわたり、B&G 海洋セン

ターにおきまして、由岐小学校の 5・6 年生 35 名と地元住民や

関係者の参加のもと、防災キャンププロジェクトを実施いたし

ました。これは、小学生達が地域住民とともに模擬避難生活を

体験することで、地域の絆を深め、防災意識の高揚、自主的に

考える態度を養うために実施したものであります。キャンプ内

容は、避難訓練や起震車による地震体験・非常食の調理や炊き

出し体験・水難救助体験、避難所に見立てた体育館では、段ボ

ールを張り合わせた寝床で泊まり、支援物資を想定した朝食体

験など避難所生活を体験したほか、徳島大学中野教授による防

災に関する講演では、災害への備えを学び、最後に今回のキャ

ンプで感じたことを各班ごとに話し合い、代表者が発表いたし

ました。今回の防災キャンプが、災害発生時の対応などに生か

されることを期待しております。 

次に、今年のウミガメの上陸状況でございますが、大浜海岸

の保護規制を例年通り 5 月 20 日から 8 月 20 日まで実施いたし

ました。今年の大浜海岸での初上陸は 6 月 18 日であり、ウミガ

メの上陸・産卵頭数は、上陸が 19 頭でうち産卵が 13 頭で、昨

年の上陸 16 頭・産卵 8 頭と比較して増加しております。今年の

上陸・産卵の特徴としては、回帰個体の上陸が例年比べ 3 頭と

多かったことがあげらます。今年も産卵のあったカメ 3 頭に発

信器を装着し、ウミガメの行動について追跡中であります。 

次に、同一県での開催が 2 回目の開催となります第 27 回徳島

国民文化祭参加行事として、11 月 18 日午前 9 時半から日和佐総

合体育館において、和太鼓のつどいを開催いたします。出演者

は、日和佐太鼓創作会など徳島県内の和太鼓 11 団体と、ゲスト

として女流太鼓チームとしては特異な構成で注目を集めている

炎太鼓を予定しております。 
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次に、水道課関係でございますが、上水道事業では深瀬地区

に上水道を整備するための加圧場の用地購入については、不動

産鑑定業務が終わり、現在、用地取得に向けて地権者と交渉中

でございます。 

以上、諸般の報告といたします。議員各位のご理解をお願い

申し上げる次第であります。 

続きまして今議会に提案してご審議を賜ります議案につきま

して、その概要を順次ご説明申し上げます。はじめに、認定第 1

号は平成 23 年度美波町公営企業会計決算の認定についてであり

ます。これは、監査委員の審査に付した水道事業会計と病院事

業会計の平成 23 年度決算について、地方公営企業法第 30 条第 4

項の規定に基づき、監査委員の意見をつけて議会の認定に付す

るものであります。 

認定第 2 号平成 23 年度美波町歳入歳出決算の認定について

は、監査委員の審査に付した一般会計と 10 の特別会計の平成 23

年度決算について、地方自治法第 233 条第 3 項の規定に基づき、

監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものであります。

なお、事業の成果報告につきましても、規定により提出をいた

しております。 

報告第 7 号平成 23 年度決算における健全化判断比率について

は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3 条の規定に

基づき、監査委員の審査に付した平成 23 年度決算における財政

の健全化判断比率であります、実質赤字比率、連結実質赤字比

率、実質公債費比率、将来負担比率の 4 指標について、監査委

員の意見をつけて議会に報告するものであります。 

報告第 8 号平成 23 年度決算における資金不足比率について

は、報告第 7 号と同じく、地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律第 22 条の規定に基づき、監査委員の審査に付した平成 23

年度決算の資金不足比率について、監査委員の意見をつけて議

会に報告するものであります。 

議案第 53 号町道路線の認定については、道路法第 8 条第 2 項

の規定に基づく町道路線の認定であり、奥潟川総合流域防災事

業に伴う奥潟川左岸堤防線、奥潟川右岸堤防線及び由岐田井 16

号線の 3 件の認定をお願いするものであります。 

議案第 54 号町道路線の変更については、道路法第 10 条第 2

項の規定に基づく町道路線の変更であり、林道事業により町道

の一部を整備するため、町道の一部を廃止することによる延長

の変更 1 件と奥潟川総合流域防災事業に伴う町道の路線区域の
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変更 4 件であります。 

議案第 55 号美波町乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部

を改正する条例の制定については、子どもの医療費助成につい

て、助成対象年齢を満 15 歳までとするための条例改正でありま

す。現在、子どもの医療費助成について助成対象年齢は満 12 歳、

小学校 6 年生となっていますが、これを満 15 歳、中学校 3 年生

までに引き上げるための改正でございます。なお、題名につい

ても乳幼児等医療費から子どもはぐくみ医療費に改正をいたし

ます。 

議案第 56 号美波町道路占用料徴収条例の制定については、道

路占用に対する占用料金の徴収を行うための条例制定でありま

す。美波町では四国電力、NTT 等町道を占用している物件につい

ては、町道工事に関する電柱移転費等を無償としてもらう代替

措置として占用料は徴収していませんが、徴収の有無に関わら

ず、道路占用料徴収条例の制定は必要であることが判明しまし

たので、今回新たに制定するものであります。 

議案第 57 号美波町がけ崩れ対策工事分担金徴収条例の一部を

改正する条例については、県単急傾斜地崩壊対策事業の採択要

件が緩和されたことによる条例改正であります。 

議案第 58 号から議案第 66 号までの 9 件は、平成 24 年度一般

会計・特別会計・企業会計の補正予算であります。まず、議案

第 58 号は平成 24 年度美波町一般会計補正予算第 2 号でありま

して、歳入・歳出予算の総額にそれぞれ 165,632 千円を追加し、

歳入・歳出予算の総額を 4,994,212 千円といたしております。

今回の補正での歳出における主な補正でございますが、各費目

において人件費では職員異動等に伴う調整を行っております。

まず、姉妹都市親交費では友好都市であるオーストラリアケア

ンズ市の日豪協会 30 周年記念式典参加経費で 900 千円、企画費

では木岐地区津波避難施設等用地現況測量業務委託料で 1,000

千円、デマンドタクシー運行事業委託料で 5,000 千円、東日本

大震災被災地視察経費の町内会連合会補助金で 1,500 千円、保

健衛生総務費では病院建設事業補助金で 8,400 千円、農業振興

費では青年就農給付金で 4,500 千円、県単治山事業費では木岐

35 号線整備工事費で 5,000 千円、林道新設改良費では赤松新発

谷地区林道新設改良工事設計委託料で 1,567 千円、設計監理委

託料で 878 千円、林道新設改良費工事請負費では 33,561 千円、

ふれあいホール費ではぽっぽマリン水槽冷却装置、物産館水槽

ポンプ修繕費で 1,600 千円、都市計画総務費では都市計画道路
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見直しに係る都市計画変更の手続きに伴う委託料で 3,000 千円、

津波から命を守る緊急総合対策事業費では費目の組み替えによ

り工事請負費で 2,902 千円、日和佐中学校費ではグラウンドの

防砂シート張替の修繕料で 1,660 千円、由岐中学校費ではトイ

レ修繕及び体育館雨漏り修繕料で 2,078 千円、幼稚園管理費で

は修繕料としてガラス飛散防止フィルム貼り付け費で 1,200 千

円、公民館費では日和佐公民館ガスレンジ及び由岐公民館コン

ロ、オーブン修繕料で 1,264 千円、公共施設再生可能エネルギ

ー導入工事設計委託料で 2,140 千円、設計監理委託料で 1,060

千円、工事請負費で 22,300 千円、総合体育館運営費では公共施

設再生可能エネルギー導入工事設計委託料で 2,140 千円、設計

監理委託料で 1,060 千円、工事請負費で 32,800 千円をそれぞれ

追加いたしております。 

次に、議案第 59 号平成 24 年度美波町国民健康保険事業特別

会計補正予算第 2 号は、歳入・歳出予算の総額にそれぞれ 28,272

千円を追加し、歳入・歳出予算の総額を 1,359,711 千円といた

しております。歳入では主に 7 月に国保税の当初課税が終わり、

調定額が確定したことによる調整と、療養給付費等交付金の実

績報告による精算に伴う追加及び決算額の確定による繰越金の

追加といたしております。歳出の主なものは、療養給付費等負

担金実績報告による精算に伴う償還金の追加と予備費の追加で

あります。 

議案第 60 号平成 24 年度美波町簡易水道事業特別会計補正予

算第 1 号は、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ 6,984 千円を

追加し、歳入歳出の総額を 76,789 千円といたしております。歳

入では、前年度繰越金が確定したことによる追加、歳出では、

主に財政調整基金の積み立てと予備費の追加であります。 

議案第 61 号平成 24 年度美波町公共下水道事業特別会計補正

予算第 2 号は、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ 3,050 千円

を追加し、歳入歳出の総額を 179,221 千円といたしております。

歳入の主なものでは、徳島県からの下水道事業の償還財源とし

て交付される補助金として 2,600 千円の追加であります。歳出

の主なものでは、徳島県からの補助金を減債基金に積み立てる

ため積立金で 2,500 千円の追加であります。 

議案第 62 号平成 24 年度美波町介護保険事業特別会計補正予

算第 1 号は、歳入・歳出予算の総額にそれぞれ 22,158 千円を追

加し、歳入・歳出予算の総額を 1,251,991 千円といたしており

ます。歳入では、主に地域支援事業における臨時雇賃金を総務
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費へ組替えることによります財源の調整と、前年度精算による

支払基金交付金と繰越金の追加であります。歳出では、主に臨

時雇賃金の組替え予算と、前年度精算による国庫支出金・県支

出金の返還金 8,652 千円と一般会計繰出金 10,158 千円の追加及

び予備費の追加であります。 

議案第 63 号平成 24 年度美波町国民健康保険阿部診療所特別

会計補正予算第 1 号は、歳入歳出の総額から歳入歳出それぞれ

698 千円を減額し、歳入歳出の総額を 44,343 千円といたしてお

ります。歳入では、一般会計繰入金の減額と前年度繰越金が確

定したことによる追加、歳出では、医師賃金の減額と予備費の

追加であります。 

議案第 64 号平成 24 度美波町後期高齢者医療特別会計補正予

算第 1 号は、歳入・歳出予算の総額にそれぞれ 2,960 千円を追

加し、歳入・歳出予算の総額を 138,858 千円といたしておりま

す。歳入では、主に前年度決算額が確定したことによる繰越金

の追加であり、歳出では、主に平成 23 年度実績に基づく後期高

齢者医療広域連合納付金の追加であります。 

議案第 65 号平成 24 年度美波町水道事業会計補正予算第１号

は、資本的収入、支出にそれぞれ 5,000 千円を追加し、資本的

収入の合計を 57,670 千円、資本的支出の合計を 68,094 千円と

いたしております。資本的収入では、公共下水道事業に伴う配

水管移設に伴う補償金として 5,000 千円、資本的支出では配水

管移設工事費として 5,000 千円をそれぞれ追加いたしておりま

す。 

次に、議案第 66 号平成 24 年度美波町病院事業会計補正予算

第 2 号は、資本的収入、支出にそれぞれ 8,400 千円を追加し、

資本的収入の合計を 117,607 千円、資本的支出の合計を 118,214

千円といたしております。資本的収入では、新病院建設用地取

得に当たり、事業認定を受けるための委託料 8,400 千円を他会

計補助金として追加し、資本的支出として事業認定委託料とし

て同額の 8,400 千円を追加いたしております。 

以上、提案いたしております議案の主だったものの概要をご

説明申し上げました。なお、議案の詳細につきましては、担当

課長から説明をいたさせますので、ご審議の上、原案のとおり

ご承認を賜りますようお願いを申し上げまして、町長提案理由

の説明といたします。よろしくお願いを申し上げます。 

失礼をいたしました。訂正をお願いいたします。7 ページを

お開きください。この中の中段ほどでございますが、このため
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現在 A 槽では約 170 匹のというようなところがありますが、そ

の下の 3 段目のところに様子を観察しながら冬にはとなってお

りますが、私が秋というふうに読んだそうでございますので、

訂正をしてお詫びを申し上げたいと思います。よろしくお願い

をいたします。 

議 長 提案理由の説明が終わりました。 

諮りします。 

本定例会に提出されております議案のうち、認定第 1 号・第 2

号及び報告第 7 号・8 号については、所管の常任委員会に付託し

て審議することにしたいと思います。 

ご異議ございませんか。  
（異議なし）  

「異議なし」と認めます。  
したがって、認定第 1 号・第 2 号、報告第 7 号・報告 8 号に

ついては、所管の常任委員会に付託して審議することに決定い

たしました。  
お諮りします。 

 
議案第 55 号については、町長から早期に議決をお願いしたい

との要望がありましたので、ただいまから先に審議したいと思

います。 

ご異議ございませんか。  
（異議なし）  

「異議なし」と認めます。  
日程第 4 議案第 55 号 美波町乳幼児等医療費の助成に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたしま

す。  
当局の説明を求めます。保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長 （議案第 55 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。  
山本議員 

1 4 番 議 員 この制度については所得制限というのを設けておるんです

か、そしてまた設けておるのであれば助成制限対象者はどれほ

どの方がおいでるのかお聞きします。 

議 長 保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長 所得制限については施行規則により所得制限を設けておりま

す。扶養家族の人が一人の場合は前年度所得が 5,700 千円でご

ざいます。扶養家族が 2 人以上の場合は 5,700 千円にプラス扶
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養家族の人数に対して 380 千円をかけましたものをたしたもの

でございます。また現在所得制限にかかっている方は 4 名の方

がおいでます。以上でございます。 

議 長 ほかに質疑ありませんか。これで質疑を終わります。  
これから討論を行います。討論ありませんか。  

（な し）  
「討論なし」と認めます。  
これから、議案第 55 号 美波町乳幼児等医療費の助成に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。  
お諮りします。  
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。  
（ 賛成 13・反対 0 ）  

「起立多数」です。 

議案第 55 号は、原案のとおり可決されました。 

 

以上で本日の日程は終了しました。本日はこれにて散会しま

す。ご苦労様でした。 

（時に 10 時 15 分） 
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9 月 21 日（金） 

（時に 9 時 00 分） 

議 長 おはようございます。ただ今の出席議員は 12 名です。岩瀬議

員は少し遅れるとのことであります。定足数に達しております

ので、休会前に引続き本日の会議を開きます。 

日程第 1 一般質問を行います。一般質問は大所高所からの

政策を建設的立場で議論をすべきであること、また能率的会議

運営が必要なことを十分に理解して質問事項、質問の要旨等を

簡明でしかも内容ある質問の展開していただきたいと思いま

す。執行機関は答弁漏れがないよう、的確なご答弁をお願いし

ます。 

一般質問の通告者は 4 名です。通告順に発言を許可します。

8 番向山議員の一般質問を許可します。 

向山議員 

8 番 議 員 それでは私からは新町建設計画の検証・見直しについて 2 点

ほど質したいと思います。まず初めに計画期間が 6 年を経過し

たが、その進捗状況の検証また見直しはどうなっているのか。

日和佐町と由岐町が合併するにあたって策定した新町建設計画

は合併後の町財政の町の総合的な指針を示したものです。合併

から 10 年間の計画となっており、合併後 6 年を経過しましたが

今は総合計画として今年度には平成 25 年度からの計画を策定中

でありますが、新町建設計画は旧の両町の町民が合併後の町に

期待をし、あるいは新しくできる町に夢をもって合併に望んだ

計画だと思う町民は少なくはないと思います。総合計画につい

ては新町建設計画を基に新町に望んだ町民の期待等を十分反映

した計画となっていると思いますが、計画の進捗状況や検証方

法・見直しなどはどのような体制で行っているのか完結に答弁

くださるようお願いいたします。 

次に計画の検証や見直しについては町民からの意見を聞く必

要もあると思います。新町建設計画や総合計画には住民の意向

を行政に反映させるための組織として、地域連絡協議会の設置

を促進する、あるいは検討するとうたわれており、以前から町

内会連合会がその役割をになっている旨の説明があり、さらに

それについては地域連絡協議会をどういう形にするか検討する

と答弁されております。町長が目指すまちづくりを行うには町

民と役場との敷居をさらに低くし、行政に届かない声も行政に

伝わる体制を充実させる必要があると感じられます。住民の意

向や要望を聞く機能が曖昧に思われますがどのように感じてお
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られるのか、また今後も町内会連合会が地域連絡協議会の役割

を担うという体制を続けていくのかお伺いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長 向山議員のご質問にお答えいたします。向山議員おっしゃら

れたとおり新町建設計画につきましては、平成 17 年 3 月に策定

されまして平成 20 年に新たに総合計画が策定されたことから、

総合計画に引き継がれたことになっております。このことから、

今回の第 2 次総合計画策定作業の中で、現総合計画の検証・分

析・各分野の事業計画の検討・財政計画の検討などを行うこと

となっております。体制といたしましては、役場内はもとより

住民の方々のワークショップ、それから審議会などの体制での

ぞんでいくことといたしております。 

次に 2 点目の住民の意向を行政に反映させるための組織は曖

昧でないのかについてでございますけれども、地域連絡協議会

につきましては新町建設計画の中で地域の声を新町に反映する

ための組織の仮称でございましたが、町では地域の声を反映す

るための一つの方法として、町内会連合会との意見交換会を行

っております。また、町政懇談会や町長への手紙を実施し、出

来るだけ多くの住民の方々のご意見をお聞きいたしておりま

す。地域の要望を行政に届ける方法は、旧町間で違いがござい

まして、由岐地区については、それぞれの地域の要望あるいは

課題解決を町内会が担ってきた経緯があります。一方、日和佐

地区は、その要望の内容によって、たとえば側溝の傷み・防犯

灯の球切れ等については個人から直接担当課に、道路改良・防

火水槽などについては町内会や分館単位で、あるいは議員各位

が代弁してというように、それぞれケースバイケースで要望活

動を行ってきております。基本的には、地域の、あるいは住民

の、要望・ニーズをどのような方法で把握するかということと、

自治組織のあり方にも関係があるのではないかと思います。 

今後とも、多くの方々のご意見をお聞きできる環境づくりに

努めさせて頂きますと共に、自治組織のあり方については町内

会連合会の中でも検討を行っていただければと考えておりま

す。以上です。 

議 長 向山議員 

8 番 議 員 第 1 点目の検証の見直し体制については、第 2 次では住民の

ワークショップも考えておられるということで、その方向で検

討していただきたいと思いますが、進捗状況の検証など見直し
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についてはですね、やはり計画を着実に執行していく上には欠

かせない作業だと私は認識しております。もちろん行政のプロ

といたしましての皆さま方も、それはよく認識されておると思

いますので、なお一層その体制を充実させてよい総合計画が策

定できるようにその体制をですね、十分検討していただきたい

と思います。 

また地域連絡協議会についてですけれども、今、総務企画課

長から答弁いただきましたけれども、その変わるものとして町

内会連合会もある、その他の方法も住民から意見を聴取する方

法もあるといわれておりますけども、町内会連合会については

ですね、やはりこの町内会連合会としての役割というんですか、

その設置趣旨も別にありますし、連合会長が招集した会をお借

りして意見を聴取するなり、要望を聞くなりする体制だったか

と思うんですけれども、やはりその体制ではやはり十分ではな

いと私は思います。特にですね、町長が招集してやはりこれに

ついて計画や町民の声を反映させるための会独自に持っていた

だいてですね、十分時間を取って一堂に会してですね、してい

ただきたいと思います。またですね、町内会連合会については

年に 1 回の総会とか臨時総会とかもあると思いますけれども、

やはり回数も少ないし、出席率もそんなには高くはないかなぁ

という気がしております。そういったことの中で町民の意見を

吸い上げるということは果たして適当な方法なのかどうか疑問

に思うところです。それと町内会連合会の組織となりますと、

やはり町内は 30 組織もあって、やはり意見のいえないっていう

んですかね、こうちょっと大きな会なので、それぞれ思いが伝

わらないような会にもなるんかなぁというところもありますの

で、まぁ例えば旧町単位であるとか、もう少し分割して行うと

か、それから総合計画、たしか地域の代表者またはあるいは各

種団体の長も交えたような体制でということがどっかの計画に

書かれてあったと思いますけれども、やはり地域の代表だけで

なくて、やはり各種団体、体協とか婦人会とか老人会とかそう

いった方もご参加いただいて、あらゆる方面からの意見を吸い

上げて町政に反映していただければなお一層いい行政ができる

のではないかと思いますが、総務課長の話では連合会組織をと

いうこともあったようなんですけども、町の姿勢としては、や

はり今の体制を少し充実させていくのかどうか、もうすこし発

展させていくのかどうか、例えば地域担当職員とかそういった

制度も含めてですね、今後の方針、大きな方針をもう少し聞か
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せていただければありがたいかなぁと思います。 

議 長 町長 

町 長 再問にあたります地域連絡協議会の件ですけれど、町の方が

住民の意向を吸い取るというか、汲み上げる手段をどうするか

ということと、それともうひとつの視点としては地域の方が町

に対して要望をどう届けるかというところは、きれいにマッチ

ングがする部分ではないのかなぁとは思っております。それで

私共が積極的に私共が主体となって地域の方々の意向を吸い上

げるっていうような取組みとしては、先程総務課長が例えてご

ざいまして、地域懇談会を開かさしていただいたり、ほれから

なかなかそういう会の中で発言がしにくい、もしは出席がしに

くい方については町長への手紙というような、個人的なところ

からも届けれる仕組みをということで、昨年はじめさせていた

だきましたけれども、それから町内会連合会につきましては、

向山議員さんがおっしゃることと、私が考えていることはよく

似ていまして、そもそもの地域連絡協議会というのは合併を当

時の平成の合併を進める中で大きな、大きなといいますか小さ

な町村が合併をして大きな市や町になるということで、それぞ

れの旧町単位の意見等が新しい市や町に届きにくくなるってい

うようなことが考えられるっていうことから、国の方で地域協

議会でありますとか地域審議会というのをつくる、いわゆる構

成上のことがありました。その中では旧町単位のいわゆる意見

を吸い上げる機関としての地域協議会っていうような意味合い

がございまして、私共の新町の建設計画に載せてあります地域

連絡協議会というのもその地域協議会という法定の分によく似

たかたちで作りますよというようなことで作っております。計

画は作っております。その中には旧の町内会も含め、各種団体

でありますとか、いろんな団体の複合したような組織ですよと

いうような位置付けにしてまして、新町美波町に置き換えてみ

れば旧の由岐町と旧の日和佐町で 1 つずつの地域連絡協議会を

作って、新しい町づくりに向けていろんな住民の方の声であり

ますとか、それから町の施策についてその意見をいっていただ

くというような仕組みづくりは新町の建設計画の中ではしてお

ったわけですけれども、これは今実現にはいたっておりません。

この地域連絡協議会に変るものとして当初町内会連合会ってい

うようなことを位置づけをさしていただいて、今までそのよう

に答弁をさしていただいているところではあるんですけれど

も、先ほど議員がおっしゃられたように、町内会連合会は町内
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会の集合体でありますので、いわゆる個々の町内会の要望とい

うのはそれぞれ違っている部分ところがございますから、大き

くくくりますとなかなか見えにくいところもありますし、一堂

に会しますと町内会連合会の総会っていうのは 30 町内会になり

ますから非常に大きなところで時間もないことから一度そうい

ったことを、昨年だったと思うんですがやらさしていただいた

ときに、それは自主防の集まりだったかも分かりませんけれど

も、1 つずつ、まぁいうたらお一人ずつお話を聞いていたんでは

これはもう町長時間がいくらあっても足りないからもう少し事

前に要望を聞いておくなりして、そして解答するというような

ことをやってくれないかというように言われた委員さんもいら

っしゃったっていうこともございまして、年に 1 回町長との意

見交換会というようなことを、だいたい年末 12 月にやらさして

おりまして、その時には事前に各町内会に議題として上げる分

とかいうのを事前に調査をさしていただくといいますか、要望

を受け取るというようなことでやらさしていただいております

けれども、それにしてもじゃぁそれが全て行けれるかというと、

それはやっぱりおちもあるのかなぁというふうに思っておりま

す。それで私共といたしましては出来る限り住民の方の意見を

聞かしていただく、また内容がこぼれがないようにさしていた

だくっていうことを努力してやっていかないといけないとは思

っております。一方では住民の方々から町の方へ要望であった

り苦情であったりご提言であったりというものを届けるにはど

うしたらいいかというようなことについては、先程総務課長が

いいまいたように旧町のときには由岐町の場合は 10 の町内会で

あったということもあったんでしょうけれども、町内会がその

役を担っていただいて、町内会のいろんな要望については町内

会の中で取捨選択をしていただいて、町にこれは届けようとい

うようなことでやっていただいておりますし、旧の日和佐町の

方では個人でありますとか、その議員がその役を担っていただ

いたりとかいろんなケースがございます。ただいえることは私

が就任さしていただいてからこの 3 年になりますし、合併して

から 6 年が過ぎようとしていますけれども、町に届けるいわゆ

る要望とかそういったものが敷居が高くてなかなか届けにくい

でありますとか、それからそういった場がなくてとかいう、い

わゆる否定的な意見というのを承ったことはありません。です

から今のところある意味風通しのいいようなことができている

のかなぁというふうに思っております。議員のおっしゃりたい
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ことは公平に全町いわゆる 30 町内会において、凹凸がないよう

な形で町に届ける組織をどのように形でこう作っていくんがい

いんでないかっていうようなご提言だと思いますので、そのあ

たりにつきましては町内会連合会の方とも、以前にも一度お話

をしたことがあるんですけれども、日和佐の町内会の町内会長

さんの当時のお話では、それだけの役を担うと町内会長のなり

てがないでありますとか、そこまで私たちはできないというよ

うなことがあって、うやむやになって今に来ておるわけでござ

いますけれども、そういった組織を作っていくためにどうすれ

ばいいかっていうことについては、町内会連合会の方々とお話

しをしながら今後どうしたらいいかっていうことを検討といい

ますか、お話合いをさしていただくというようなことでやらさ

していただきたいと思いますので、そのあたりでご理解をいた

だけたらと思います。 

議 長 向山議員 

8 番 議 員 今ほど町長の方からお話しを聞かせていただいたわけでござ

いますけども、やはり町内会連合会としてもやはりこういろい

ろな課題はあると思うんですよね。例えば長年町内会長に就任

されておってベテランの方もおるし、ある地域によっては輪番

制でっていうところもあるようなので、果たしてその地域がも

ちろん引継ぎなんかで十分できておると思うんですけども、そ

の地域の要望なり意見なりが集約されておるのかという心配も

あります。そういったこともあるし、やはりいろんな計画を執

行するにあたって、いろんな町民の意見などは非常に参考にな

るし、町内会連合会でこの間、いま町長さんおっしゃられた意

見交換会もですね、やはり町内、自分の町内の思いや要望なん

かが多かったかなぁと思っております。町全体の施策の検討と

か、そういったのが少なかったような感じもしますので、その

あたりは改善をしていただいて、その意見交換会、年度末は前

もって要望なり意見を提出して私の方も提出させていただきま

したけれども、それに対してペーパーで解答もいただいて、い

い方法だなぁと思いましたけれども、なお一層町民の意見等が

ですね、十分反映できるような組織を十分検討してくださるよ

うにお願いいたしまして、私の質問を終わります。 

（時に 9 時 23 分） 

議 長 以上で向山議員の一般質問が終了いたしました。 

続いて 11 番寺下議員の一般質問を許可いたします。 

寺下議員 
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1 1 番 議 員 私の方からは大きく 2 問美波町総合計画と防災のまちづくり

について質問いたします。最初に 1 問目の美波町総合計画、第 2

次総合計画についてですが、細かく 3 点に分けてお伺いします。

まず前回の 6 月議会でも質問しましたが、今年度策定される美

波町総合計画は本町において最も重要な最上位計画で平成 25 年

度から 10 年間に亘る計画となります。計画の策定にあたっては

10 年後の町のあり方、ビジョンを想定し、どうあるべきか、ど

うするべきか、その内容について計画を立てていくことになる

と考えますが、10 年後の本町の人口とどのような状況やどのよ

うな課題を想定されているのかお伺いします。 

2 点目前回の質問時に大まかな策定スケジュールは答弁いた

だいているのですが、現在までの進捗と今後の課題についてお

伺いします。3 点目この総合計画は今年度末には策定され、議会

では報告という形になると思うのですが、やはり美波町の根幹

となる計画であることから、議会の中でも十分議論する必要性

を感じますし、町民の皆さんにも自分達の生活に関わる身近な

ものとして関心を持ってもらう必要があると思います。計画策

定後、どのように広報・周知するのかお伺いします。例えば長

野県飯綱町では策定した総合計画を素材に町を上げて議論しよ

うと、昨年度シンポジュウムを開催しています。住民に広く知

ってもらい、協働のまちづくりを目指す意味でも有意義である

と考えますが、いかがでしょうか。以上答弁のほうよろしくお

願いいたします。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長 寺下議員のご質問にお答えいたします。まず第 1 点目の 10 年

後の町のビジョンについてでございますけれども、10 年後の人

口等の状況の想定ではございますけれども、人口・高齢化率等、

本町の過疎高齢化は益々厳しい状況に陥ることが想定されてお

ります。人口予想等の具体的な想定については、第 2 次美波町

総合計画にあたり、現在検討作業中でございますけれども、年

間約 150 人の人口減少から考えますと 10 年後は人口約 6,000 人

程度になり、また高齢化もますます進み 50％台に近づくものと

考えております。ですから非常に厳しい状況になると考えてお

ります。しかしながら厳しい想定の中でも、住民の皆様が生き

生きと、安心安全で幸福度の高い生活が送れますよう、最良の

施策を講じていきたいと考えております。 

2 点目の本計画の現在までの進捗と今後の課題についてとい

うことでございますけれども、まず策定作業の進捗状況でござ
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いますけれども、7 月から 9 月中旬にかけまして、基礎データの

収集、これ人口等資料・予算決算資料等でございますけれども、

それから住民アンケート調査の実施、本町における全ての事業

の洗い出し作業を実施し取りまとめを行っているところでござ

います。また、現在も進行中でございますけれども、住民参画

の一環として役場若手職員と各町内会から住民の方 1 名にご参

加を頂き、合同ワークショップを行っておりますけれども、第 2

回目をこの 9 月 19 日、昨日 20 日に由岐地区と日和佐地区で行

っております。このワークショップについては後 1 回程度開催

し、取りまとめることができればと考えております。次に今後

の作業といたしましては、9 月 26 日に予定いたしております、

美波こども未来会議をはじめ、現計画の検証・分析、各分野の

事業計画の検討、財政計画の検討などを経て、基本構想・基本

計画の策定を進めていきたいと考えております。課題について

は、全般的なことになってしましますけれども、世界経済のグ

ローバル化や社会情勢の不安定化、また東日本大震災や地球規

模での気候変動など、自治体を取り巻く環境は更に激しく変化

し、自治体が担う役割と責任は広くなり、多様化してきており

ます。これらの背景の中で、限られた資源の中での選択と集中

により重点施策を定め、変動する社会にも対応しうるビジョン

を示すことではないかと思っております。住民の方々、又議員

各位のご協力も得ながら鋭意進めさせて頂きたいと考えており

ますので、今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたした

いと思います。 

次に 3 点目の本計画が策定後の広報・周知についてでござい

ますけれども、広報・周知の方法でございますが、現在の予定

では町ホームページにおいて公開するとともに、16 ページ程度

の概要版を策定いたしまして、各戸に配布する予定といたして

おります。それと議員がおっしゃられておりました飯綱町のシ

ンポジウムにつきましては、私の方でも調べさせてさせて頂き

ましたが、飯綱町では現在、議会基本条例策定に取り組んでお

られるようでございます。その後自治基本条例にも着手するよ

うでございまして、その勉強会も兼ねての開催であったようで

ございます。町では、現在総合計画策定後のシンポジウムの開

催は考えておりません。以上です。 

議 長 寺下議員 

1 1 番 議 員 では自席の方から再問をしたいと思います。先程の答弁で策

定スケジュールの中で、9 月の 26 日に美波こども未来会議を開
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催するという答弁があったのですが、内容とどういうことを行

うのかお伺いしたいと思います。そして先日私は由岐中学校に

お邪魔して、子ども達と接する機会を得ました。「大人になって

も由岐に住みたいと思う」と聞いた私の質問に何人もの子ども

達が手を上げてくれました。やはりこの反応は私自身、私自身

は一旦この町を離れて外に出た後、戻ってきた立場ではあるん

ですけれども、本当にうれしかったです。この町を大事に思っ

てくれている子ども達のためにも、大人の私達がもっと一生懸

命頑張らないといけないと強く思いました。先程の答弁で 10 年

後には本町の人口は 6,000 人という厳しい現実があるというこ

とも分かったんですけれども、やっぱり人が減れば活気も下が

ります。学校の規模もそうなんですけれども、やっぱりだんだ

ん人がっていうか生徒数が減ってきたら学校でできることって

いうのがだんだん少なくなってくるということもあるので、そ

のあたりも考えながらやっていかなければならないと思いま

す。この町を動かし守り続けていくのは、施設とか建物などの

ハード面だけの魅力だけではなく、そこにはやはりここに生き

る町民一人の意識が大切なんだと私は思います。そしてそこに

こういう町を作りたいと思うビジョンが必要なのではないか

と。そのビジョンが明確であればあるほどそのビジョンを忘れ

ることなく思い続けられるということがあるのではないかと私

は思います。そこで町長にお伺いしますが、10 年後の美波町を

見据え、町長が今ビジョン実現のためにやらなければならない

こと、やろうとしていること、いろいろあると思うんですけれ

ども、具体的にそれをお聞かせいただけたらと思います。それ

と前回の質問時に礒野課長の方から実施計画については、過疎

地域自立促進計画の事業計画をあてるということと、毎年度計

画の見直しを行うローリング方式、先程も時代に対応した形で

進めていくという話があったんですけれども、この見直しにつ

いては、誰がどのように行うのか、現状で考えられているとこ

ろをお伺いしたいと思います。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長 ただ今の寺下議員のご質問にお答えさせていただきます。ま

ず始めに美波子ども未来会議の内容でございますけれども、目

的といたしましては本町の未来を担う中学生の中からまちづく

り委員にも選定・任命してワークショップの実施を通じて新し

いまちづくりの方向について多様に検討していただき、子ども

達の代表による提言としてとりまとめていただき、総合計画に
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反映するという形になっております。これが日時が 9 月 26 日に

日和佐公民館で行う予定といたしておりまして、まずオリエン

テーションを行いまして、まちづくりの期待などの発表など意

見交換会を行い、後グループに 4 つのグループに分かれて発表

を取りまとめていただくという形になっております。それで参

加者でございますけれども、今傍聴にも来ていただいておりま

すけれども、由岐中学校・日和佐中学校両校から 12 名づつ 24

名の方にご参加いただいて、行っていただくということになっ

ておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

次にもう 1 点過疎計画について、前回の答弁でその見直しに

ついてローリング方式っていう形で行うっていうことでござい

ますけれども、まぁ具体的な会議ていうのを設けるっていうん

ではなくてですね、毎年度もちろん予算査定とかそういった中

で、各課でまぁいま進めるべき内容について聞き取りさしてい

ただきまして、次年度への予算反映といった形で、その計画を

実施しているという形でお願いいたしたいと思っております。

私からは以上でございます。 

議 長 町長 

町 長 10 年後のビジョンということでご質問をいただいたわけで

ございますが、先程、総務企画課長から申し上げましたように、

10 年後はどうなっているんだろうというようなことですけれど

も、環境的には人口は今 7,800 ございますが、6,000 に限りなく

近づいていくのかなぁと、それは国の人口動態の研究所の発表

でもありますけれども、そのようになっていくっていうような

ことが予想されております。一方で高齢化比率につきましても、

現在 42％でございますが、それが 50％に近づいていくであろう

というふうに考えております。ではその中でですね、日本全体

が人口減少というトレンドに向う中で、私達のいわゆる過疎の

町がそれにあがなうような形で人口を増やすとうい施策はなか

なかとりにくいっていうふうに基本的には考えておりまして、

ではどうするかというと、人口減少をその国が想定しているよ

りも緩やかにしたいというふうに考えております。結局減少を

できるだけ少なくしたいというようなことで、ではそのために

はどのようにしたらいいかっていうことにつきましては、いろ

いろ施策はあろうかと思いますけれども、やはり高齢者の方が

元気でいてくださることがまず大事かなぁと、いうふうに思っ

ております。それは以前にも国で決めた 65 歳以上が高齢者って

いうのはそれはおかしいのではないかと、65 歳が高齢者ではあ
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りませんというようなことを以前にも私が申し上げたことがご

ざいますけれども、今は当時 65 歳以上が高齢者というふうに決

められたときから見てみますと、75 歳っていうぐらいがそれに

あたるのではないかというふうに考えております。ですから元

気な高齢者、いわゆる平均寿命は伸びてはおりますけれども、

健康寿命はいかがかっていうと 10 歳ぐらい低いというようなこ

とがございます。ですから施設で寝られている、家庭で寝られ

ているもしくはご病気・怪我等もあるかと思いますけれども、

10 年近くはまぁいわゆる元気でない状態が続いているわけでご

ざいます。そういった意味で健康づくり、いわゆる予防に力を

いれていきたいというふうに考えております。将来にはそのい

わゆるお年寄りが、元気なお年寄りが笑顔でいれるようなって

いうような、今現在住まわれている方が生き生きとして、そし

て生活ができるっていうようなイメージを抱いています。先程

もうしましたように高齢化比率が 50 に近づくっていうことは、

ほとんどの方が高齢者といわれる、いわゆる 65 歳以上になると

いうようなことではございますけれども、そうなってきますと 2

人暮らし、高齢者の 2 人もしくは独居老人っていう数が増えて

くるように思います。今まで以上に交通の手段でありますとか、

買物が困難でありますとか、そういったことが想定されるので、

今は交通公共機関っていうのは南部バスでありますとか、阿南

バスに頼っている、JR に頼っているっていうところでございま

すけれども、昨年度から周辺部についてはタクシー補助をさし

ていただいたり、今年はこれからデマンドバスの実証実験に向

けて予算を組まさしていただいているっていうところでござい

まして、平成 27 年度には美波町の公共交通機関であります、な

んらかのいわゆる使い勝手のいい交通機関をやりたいというよ

うに先般の委員会でも申しましたけれども、そのように考えて

おります。ですから 1 つは住民の方の足を確保することと、そ

れといわゆる買物等に不便になっていう分については、こちら

からお届けする宅配サービス的なものも、それは町がやるか民

間にやっていただくかは別ですけれども、そういったものもや

っていく必要があるんではないかというふうに思っています。

それが 1 点、もう 1 つは先程の人口減少を抑えるっていうこと

の 2 点目ですけれども、やっぱり子育てといいますか、子育て

支援というか、若い方、子ども達に対して十分町が支援してい

こうと、それは全国一律ではなくて、少し踏み込んだ形でやっ

ていきたいというふうに思っておりまして、この議会の初日に
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ご起立をいただきました医療費の、今まで小学校 6 年生までが

無料でしたけれども、中学校 3 年まで無料にするっていう施策

もそうでございますが、子育てがしやすい環境、例えば今後検

討を重ねていく中で保育料の減免でありますとか、そういった

美波町は非常にいいところはなにかっていうのを前回の総合計

画を立てるときに、中学生にアンケートで聞いております。自

然が豊かというのが 1 位でした。そういったことで美波町の自

然っていうのはこれからも大事にしながら、子育ては美波町が

しやすいねといわれるようなまちづくりをしていきたいという

ふうに今考えております。 

3 点目でございますが、これはやっぱり産業が活性しないと

なかなか難しいということがございます。ひとつはやはり美波

町の基幹産業は 1 次産業になります。農林水産業をいかに持続

可能な形でやっていくかとなると、それはひとつには後継者の

問題になってくるのかなぁというふうに考えております。特に

農業については従事者が平均年齢 70 歳を超えるというふうにな

っておりますが、10 年経つと本当に担える方がおられるのかな

ぁというふうになってきますと、耕作放棄地等が増えてくるっ

ていうようなことも考えられます。そんな中では JA かいふさん

ともお話しをしながら耕作放棄地をならないような、いわゆる

どのような形でやるかというのはあるかと思いますけれども、

一方ではそういった形で営農をやっていく手段をつくると同時

に、後継者、後継者は外から来られる方と、それと U ターンで

帰って来ていただくっていう施策の 2 つがあろうかなぁと思い

ます。それはしっかりとやっていかなくてはいけないいうふう

に思っておりますと同時に、産業政策としては今年から始めて

おりますサテライトオフィスっていう東京の IT 企業に美波町に

来ていただいて、仕事をしていただくと、ある意味グローバル

な社会になったっていうこともございまして、田舎でも東京で

住んでいるのと一緒のような仕事ができるっていうことの表れ

かなぁと思いますけれども、今回 2 社目が決まりまして、10 月

15 日には開所式を行うという運びにもうなっておりますので、

そういったサテライトオフィス的な新たな形の雇用形態、企業

誘致っていうのも今後とも進めていくし、もうひとつは地域が

キャンパスということで、徳島文理大学さんでありますとか、

四国大学の学生さん達にカリキュラムの一貫として美波町に来

ていただいて、それを授業としてやっていただくっていうもの

をもう少し発展させながら、もう少し長い期間美波町で何かを
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やっていただけるような取組みを見据えて続けていくというよ

うなこともあるのかなぁというふうに思っております。 

総合計画ですので、全般的ないわゆる揺りかごから墓場まで

っていわれる人間のサイクルを行政は 360 度こう見ていかなく

てはいけませんので、総合計画は本当に全般に亘る計画となる

わけではございますけれども、議員がおっしゃられた 10 年後の

ビジョンを見据えて、重点的に取り組むっていうようなことに

ついては今の 3 点プラス今現在行っております医療・保健・福

祉・介護っていう分について、病院問題も含めて方向性が出ま

したのでしっかりとそれを実践していくということと、防災対

策につきましては、この昨年の東日本大震災があって、いろん

な課題も浮き彫りになり、それから 8 月 29 日には新たな国の想

定も出たということもありまして、これからがいわゆるハード

それからソフトについては先立って走っておりますけれども、

そういったことをやっていくっていうことは、もちろんでござ

いますが、そういった中で 10 年後の美波町が言葉的には小さく

てもこうきらりと輝るような特色のあるまちづくりができるよ

うなっていうようなことを目指して、この総合計画にいろんな

計画を盛り込みながら実践をしていけたらなぁというふうに考

えておるところでございますので、お汲み取りをいただけたら

と思います。以上です。 

議 長 寺下委員 

1 1 番 議 員 ただ今町長の方から具体的な施策等も答弁いただいたんです

けれども、計画の策定のスケジュールというのはかなりタイト

だと思います。でもこの本計画の策定は行政にとっても住民に

とっても重要な作業となります。今後も最終審議会等で議論さ

れることになると思うんですけれども、しっかりと議論してい

ただいて、よいものを策定していただきたいと思いますし、今

町長がいわれた具体的な施策についてはそれをきちんと形にし

て、1 日でも早くそれを実行に移してもらいたいと思います。1

日でも早く実行することが少しでも過疎を緩めることに繋がる

と思いますので、それを強くお願いしたいと思います。 

最後に 1 つもう 1 点なんですけれども、先程総務課長の方か

らシンポジュウムについては考えていないという答弁があった

んですけれども、シンポジュウムとなるとかなり大きなものに

なるし、それがこの町に当てはまるかどうかっていうのは分か

らない部分ではあるんですけれども、以前行われていた町政懇

談会と現在それが 30 町内会に全部いっているかどうかはちょっ
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とまだ私、把握してないので、以前に言われていたのはやはり

一巡してからまたもう一巡という形で、1 回行ったところはまだ

行かないというようなお話だったんですけれども、それ町政懇

談会等でそういう話し合いをする場っていうのも 1 つの知らせ

る方法でもあると思うんですけれども、そのあたりについては

どうお考えですか。 

議 長 町長 

町 長 今言っていただいたご提言については、ぜひやっていきたい

というふうに考えておりますので、この総合計画ができました

以降について町政懇談会を設けさしていただいて、全町的に 30

町内会回らしていただくというような中で、説明もさしていた

だくというようなことでやらさしていただきたいと思います。

議 長 寺下議員 

1 1 番 議 員 続いて 2 問目防災のまちづくりについて質問します。東日本

大震災から 1 年半が経ちました。震災当時、連日途切れること

なくテレビや新聞等のメディアから流れていた被災地の状況も

最近では徐々に減ってきて、復興が進んでいるように思われが

ちですが、未だに全国で避難生活が続いている人達は約 34 万人、

私達も目に見えないところで、今もなお大変な思いをされてい

る方達が沢山います。今後 30 年以内に南海地震の発生する確率

は 60％といわれております。昨年の 6 月議会でも述べましたが

同様の 30 年という期間に日本人が交通事故で負傷する確立は約

24％、がんを発病する確立は約 6.8％、自分達の身の回りで交通

事故に遭ったり、がんを発病する人が身近に存在する現実を考

えると、この地震津波の発生率 60％は必ず来ると考え、真剣に

備えることが自然な思考であり、日常的に対応をしていかなけ

ればならないことだと私は思います。そこで細かく 3 点に分け

てお伺いします。1 点目昨年本町は香川県三豊市、徳島県三好市

と災害における相互応援協定を結びました。災害対応について

は災害が起こってから連携をスタートさせるのではなく、事前

にスクラムを組んでおくことが必要であると考えます。互いに

人と人、町と町との顔の見える関係を作っておくことで、スピ

ーティな応援協力体制が作れる。実際に東北の被災地に応援に

行かれた町職員の方達も体験されたことだと思いますが、被災

地の現状は町職員においても絶対的なマンパワー不足が発生す

ることから、職員一人ひとりにかかる業務が膨大になってくる

と思います。職員も一住民であることに代わりはないのですが、

現実はやはり仕事優先となると思います。自分はもちろん家族



 37

も被災し、多くのものを失った状態で町職員としての職責を果

たすことは大変なことだと想像します。現在住民はまず自分の

命を守るために必死で努力しています。行政も助かる命は助け

るという強い意思を持って、最善の備えをしようとしています。

しかしその先にある避難生活や生活の再建、町の復興について

はやはり行政のなす役割が多いと思うのです。後ほど述べる 3

点目の事前復興計画の必要性にも関わってくることなのです

が、復興が早ければ早いほど住民は未来に希望を持つことが出

来ます。生きる気力も漲り行動に移せるようになります。1 年半

前の未曾有の東日本大震災を教訓に今私達がなすべきことは、

この町が被災したときに、どう対応するのかを今できる範囲で

最大限に準備しておくことだと思います。だからこそ相互応援

協定を結んだ行政間においても、それぞれの地域防災計画を共

有したり、支援の方法や担う役割、要請する内容など事前に想

定し、計画化し準備しておくことが重要なのではないかと考え

ますが、いかかがでしょうか。そしてその必要性は被災地に派

遣された職員であれば、肌で感じ心に刻まれている事実なので

はないのでしょうか。それらについてどのように考えられてい

るのかお伺いします。 

次に危機管理プロジェクトにおける各自主防災組織と担当職

員の連携について、担当職員については避難路の調査など住民

と共に行っているということですが、調査後地域の要望を聞く

だけにとどまらず、繰返し地域に入って住民と対話し続けるこ

とで、住民の意識もより高まってくると考えます。そしてそこ

で培われた絆は被災したときに本当に大きな効果を発揮するの

ではないかと考えます。そこで現状はどういう取組状況なのか

お伺いします。 

最後に東日本大震災の被災地でも復興の遅れから故郷を離れ

る人も多いと聞きました。先程も述べましたが、復興が早けれ

ば早いほど住民は未来に希望を持つことが出来ます。ここに残

ろうと思うことができます。命を守る防災対策は継続してやっ

ていかなければなりませんが、それと同時に事前復興計画は将

来に町を残すためにも必要だと考えます。そのためにはやはり

生きていく暮らしの基本となる医療・住居・就職・学校のあり

ようは一番に真に据えて考えておかなければならない課題で

す。だからこそ防災対策と並行して考え、検討していくべき課

題だと思いますがいかがでしょうか。以上答弁のほうよろしく

お願いします。 
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議 長 消防防災課長 

消 防 防 災 課 長 それでは私の方からは寺下議員の 3 点につきましてご解答さ

せていただきます。まず初めに先程、寺下議員の方からありま

した相互応援協定の件ですが、三豊市とは締結させていただい

ておるのですが、三好市とは締結させていただいておりません。

すいません、そちらの方ご了解いただきたいと思います。まず

三豊市と本年 1 月 29 日に災害時における相互応援協定を締結さ

せていただいております。内容・種類といたしましては 1.職員

の派遣や車両の提供。2.食糧・生活必需物資の提供。3.救出・

医療及び防疫並びに応急復旧活動に必要な物資の提供。4.被災

児童の受入。5.被災者に対する住宅の斡旋。6.その他特に要請

のあった事項となっております。また本年 5 月 19 日には、三豊

市の消防団が本町を視察していただき、本町の実情と課題、三

豊市の実情などについて意見交換を行っております。その際に

も、三豊市の危機管理の担当課、総務部総務課の方々ですが同

席いただいておりまして、その際にも相互応援協定に基づきま

して、今後の連携、協力体制の再確認を行っております。ただ

詳細につきましては、今後協議を行うことといたしております

ので、応援内容について精査を行い、円滑な応援がいただける

よう、協議を重ねてまいりたいと思っております。 

次に 2 点目の各自主防災会組織と担当職員の連携につきまし

ては、昨年の東日本大震災の現実を教訓に、従来の枠組みによ

る災害対策を越え、住民の安全と安心をしっかりと確保できる

まちの実現という視点にたった、迅速かつ的確な対策及び中長

期的な取り組みを総合的に推進するため、昨年 8 月 1 日に危機

管理プロジェクトを庁舎内に設置し、その中の専門部会のひと

つとして避難場所・避難路見直し担当職員を配置いたしており

ます。またその担当職員と町内会・自主防災会と連携し、昨年

避難場所・避難路見直し等を行っていただいております。 

今回 8 月中旬から 9 月中旬にかけまして、災害危険度判定調

査業務の一環といたしまして、昨年度、地域で行っていただい

た避難場所・避難路見直し箇所の航空写真への転記作業につき

まして、担当職員にお願いいたしましたところ、転記作業だけ

にとどまらず、町内会・自主防災会と職員が新たな避難場所・

避難路の検討・問題点など積極的に協議を行っていただいた地

域もございました。また、職員も地域住民のひとりとして、地

域と関わること、協力することが大切だと考えておりますし、

実際多くの職員がそのような活動を行っていっていただいてい
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ると考えております。 

3 点目の事前復興計画の件でございますが、東日本大震災から

1 年半たった現在、様々な事情からふるさとを離れる人々がニュ

ース等で取り上げられておりますが、現実的に、美波町内でも

特に若者が、昨年の東日本大震災、また美波町での被災想定を

受け、町内での居住をあきらめ、町外へ転居、または新居を捜

しているっていう現実を聞いております。そのような現状があ

る今、議員がおっしゃるとおり、町民の方が安全と安心をしっ

かりと確保できるまちの実現のため、事前復興計画を作成する

ことは、町として重要案件のひとつだと認識しております。し

かし、今現在の優先順位といたしましては、先程も議員がおっ

しゃりましたように、命を守る防災対策、すなわち避難路・避

難場所の確保を最優先課題として取り組んでおります。今回、

内閣府から示された津波高等を参考に避難路・避難場所の見直

しを今後、早急に進めるとともに、順次、地域防災計画・業務

継続計画などとともに事前復興計画につきましても検討してま

いりたいと考えております。以上です。 

議 長 寺下議員 

1 1 番 議 員 自席から再問させていただきます。先程消防防災課長の方か

ら答弁をいただいたんですけれども、危機管理プロジェクトで

担当職員を配置して、積極的に関わっているという話もあって、

積極的に地域に関わった職員もおると、実際多くの職員がそう

いうふうに積極的に関わろうというふうに認識しているという

話があったんですけれども、地域担当職員については高知県に

黒潮町というところがあるんですけれども、ここは今年の春に

内閣府の有識者検討会がまとめた南海トラフの最大地震想定で

34.4ｍという全国一の津波高になった場所なんですけれども、

そこでは防災に特化した地域担当職員の仕組みをスタートさせ

ています。黒潮町は津波避難シェルターを検討するなど防災対

策では全国的には先進的な取り組みをしている自治体ですが、

本町もせっかくこの危機管理プロジェクトの中で担当職員を配

置していますので、やっぱり日常的に本町も防災対策に努めな

ければならないという現状は同じであると考えます。ですから

その仕組みを本町においても十分に機能させていくことが重要

だし、それが行政として助かる命を助けるという点に繋がって

いくのではないかと思います。実際その積極的にかかわる地域

その辺りが少し遅れている地域あると思いますし、もともと防

災に対する地域ごとの差っていうのもあると思うんですけれど
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も、そういうこう温度差っていうのをただ温度差があるんです

っていう認めるんじゃなくって、その温度差が少しでも縮まる

ように、高いところは高いところに上がっていくように実際そ

の職員の研修会であるとか、実践事例の研究会であるとか、そ

ういう部分を具体的に実践していくことで、必ずやれることが

見つかるんではないかと思いますので、そのあたり今後どのよ

うにされていくのかをお伺いしたいと思います。 

それと危機管理プロジェクトの大枠としての現状として、こ

れまでにも何度も議会で質問させていただいたんですけれど

も、なかなかこう具体的なものが感じられないというか、25 項

目のマニアルにしてもなかなかこう形に見えてこないっていう

部分、それは内容が複雑すぎるっていうのも分かるんですけれ

ども、やっぱり期限を切ってやっていっているはずの仕事が、

形をなしていないような感じがします。必ず起きると期限の切

られている地震・津波に対して、このような危機管理で大丈夫

なのだろうかと不安にもなります。地域防災計画にしても先程

優先順位の話もあったんですけれども、やはり早く計画を立て

ることが重要でありますし、危機管理プロジェクト効率的に機

能をさせることによって、それは策定に繋がっていくのではな

いかと思います。効率的に機能させることが難しいのであれば、

やはり 1 日も早く防災に特化したプロジェクトチームを立ち上

げて、そこを起点に連携する仕組みを作るべきではないのかと

私は思います。プロジェクトチームについては過去の議会でも

繰返し申し上げてきましたので、またしつこいなぁと思われる

かも知れないんですけれども、現状で町長のお考えをお伺いし

たいと思います。 

議 長 町長 

町 長 まず最後の方からになりますけれども、防災に特化したプロ

ジェクトチームのご提言につきましては、議員おっしゃるよう

に過去 2・3 回ご提言をいただいておりまして、実施をするよう

に今はなってないわけですけれども、それもですね、議員おっ

しゃるようにもともと、この危機管理プロジェクトの中で危機

管理マニアルっていうのは前回もう少し早く作る予定で、お示

しをしていたものが、実際にやってみるとなかなか難しくて、

業者委託も含めて今年の 12 月に完成予定というようなことに延

びてきております。そういったこともあって、議員はじめ議員

各位に取りましては、ちょっとこう町はもたついているんでは

ないかというような感じを受け捉えているのかなぁというふう
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に感じております。私といたしましては、地域防災計画につき

ましても、じゃぁいつ見直しをするのかっていうような期限を

皆様方にお示しをする方がいいのではないかというふうに考え

ておりまして、この見直しにつきましては平成 25 年度に行いた

いというふうに思っております。一般質問の中で議員からご提

言のあった事前復興計画につきましても、平成 25 年度中にはと

りかかりたいというふうに考えておりまして、担当の方ともお

話しを協議をしますと、やはり 2 年近く、1 年から 2 年近くかか

るであろうというふうに考えております。先程の地域防災計画

については 25 年度中に仕上げるということと、それから事前復

興計画については 25 年の半ばぐらいに取り掛かり、そして 2 年

間ぐらいの猶予をみていただきたいと、それから業務継続計画、

いわゆる BCP につきましても、事前復興計画とほぼ並行する形

でやっていけたらなぁというふうに思っておりまして、その 3

つにつきましては 25 年度、26 年度そして 27 年の中期には完成

するというようなぐらいのスパンといいますか、計画でやって

いきたいというふうに考えておりまして、で元に戻るんですけ

れども、その防災に特化したプロジェクトチームいわゆる地域

防災計画を作るためのチームでありますとか、そういたものに

ついては今のところそれは考えてはおりませんけれども、必要

って感じた場合にはまたそれは作らさせていただくというよう

なことで対応していきたいというふうに考えております。それ

から前段の防災に特化した地域担当職員について、黒潮町を例

に上げられまして、そのような形でやっているところもあるか

ら美波町もしっかりやりなさいよということについては真摯に

受け止めて、そのいわゆる各町内会に張り付いております地域

の防災の職員につきましては、研修会等は全体的にやってはお

るわけですけれども、その内容が議員が見られて少しっていう

ようなところがあるのかなぁというふうに感じておりますの

で、そのあたりにつきましては職員の研修等につきましても、

今後また重ねて参りたいというふうに考えております。 

議 長 寺下議員 

1 1 番 議 員 今、町長の方から防災対策についても防災計画とか事前復興

計画とか具体的な計画のスケジュールの答弁をいただきまい

た。議場でこうやって期限も切っていただきましたので、それ

は必ず実現していただきたいと思いますし、事前復興計画も何

か一歩進んだというか、やる形が道ができてきたのかなぁとい

う気もしますので、やっぱりこういっこいっこっていうことよ
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りも、まぁ並行してすることっていうのは沢山あると思います

んで、そのあたりもしっかりとお願いしたいと思います。防災

については行政と住民が常に意識して、自分達の命も自分達も

町もしっかりと守っていくまちづくりや体制作りが必要だと思

います。今後ともスピード感を持って対応していただくことを

強くお願い申し上げて、私の質問は終わります。 

議 長 以上で寺下議員の一般質問は終了いたしました。 

小休します。 

 （時に 10 時 10 分） 

 休憩中 

 （時に 10 時 25 分） 

議 長 再開いたします。 

続いて 14 番山本議員の一般質問を許可いたします。 

山本議員 

1 4 番 議 員 暑さ寒さも彼岸までとよくいいました。非常に朝夕涼しくな

りました。地震・津波対策について質したいと思います。 

津波対策については同僚議員と重複・かぶる面もあろうかと

思いますが、ご了解をいただきたいと思います。さて、東日本

大震災が発生してから 1 年半が過ぎましたが、未だに避難生活

者 34 万人等復興・復旧が進んでいない状況でありますが、本町

におきましても先月末において、南海トラフによる巨大地震の

被害想定が内閣府より示されたわけでございますが、今後県も

プロジェクトチームを立ち上げ、詳細な浸水予測を年内に策定

するとなっておりますが、美波町においては詳細ではないが市

町村ごとの国の震災予測も示されたわけですから、地震・津波

対策に速やかに、具体的に行程も踏まえて取組むことが課題と

考え、先程の同僚議員の答弁にも 25 年度中に防災計画に見直し

をするというようにはいわれておりましたが、危機管理プロジ

ェクトでも、また町長提案説明でも報告はなされておりました

が、先程の同僚議員も指摘しておりましたように、動きが目に

見えない、やはり目に見えたハード面・ソフト面においても今

後どのように取組んでいくのか伺いたいと思います。 

また日和佐地区においては、日和佐川北岸いわゆる日和佐浦

地区においては、県の治山事業の中で避難所の設置も計画なさ

れておりますが、日和佐川南岸いわゆる桜町・寺前地区におけ

る避難所建設の計画も情報としてはないようですが、この地域

は高台への距離も遠く、また海抜 2ｍぐらいと低地のところもあ

り、住民の方は危機感を持っており、「避難所建設はどないにな
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っておるのか」とよく住民の方から耳にする言葉です。幼稚園・

保育園の移転についても同様であり、今までの同僚議員にも答

えていますように、国・県の浸水深・被害想定が示されてから

取組むといわれておりますが、その結果を受けて、この結果に

対し、移転工事も含めての検討委員会的な組織も立ち上げる必

要があると考え、また大震災時の庁舎機能の代替施設として、

総合体育館となっているが、施設・設備としては適正であると

理解できるが、そこにいたるまでのアクセス道路、橋は災害と

大丈夫か、機能するのか、それならば病院のパブリックコメン

トにもありました以前から住民の方々からの提言もあります道

の駅の前の高台周辺に車等も出入できる中核的な防災拠点とし

ての避難所建設をして、庁舎機能の代替施設の用地としても利

用でき、中核的防災拠点避難所を作ることにより、幼保施設・

その他、オールランド施設用地として活用ができるのではない

かと私自身考え、ひとつの案でありますが、とにかく速やかに、

また必要であれば組織も立上げ、まず拠点避難地として候補地

を絞り、津波浸水区域内にあり、地域防災計画上、津波対策の

観点から国の防災・減災事業補助にのっていくべきと思うが、

課題はたくさんあろうかと思いますが、「道に迷ったら遠くを見

る」という言葉がありますが、住民の安全・安心を第一に原点

に返り取組むことが大事であると思いますが、どのような見解

を持っておられるのか明確な答弁をお伺いしたいと思います。

議 長 消防防災課長 

消 防 防 災 課 長 私の方からは、①②につきましてご説明させていただきます。

まず 1 点目の今後本町として、スケジュール的には対策・対応

をどのように具体的に取組んでいくかの件でございますが、今

回 8 月 29 日に内閣府より南海トラフの巨大地震による津波高・

浸水域等及び被害想定が公表されました。この公表を受け、徳

島県の有識者会議、津波浸水・地震プロジェクトチームが、様々

な前提条件を考慮した上で、徳島県独自の浸水予測を年度内を

目途に策定することになっております。よって美波町では、こ

の徳島県の浸水予測をもとに、美波町でも町有施設の耐震化な

どを考慮した、ハザードマップを作成する予定にいたしており

ます。また並行して今回示されました津波高等を参考に、避難

路・避難場所の見直しを早急に進めてまいりますとともに、先

ほど町長が答弁させていただきましたとおり、地域防災計画・

業務継続計画・事前復興計画につきましても、来年度以降検討

してまいりたいと思っておりますのでよろしくお願いいたしま
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す。 

続きまして、2 点目の中核的となる避難施設の検討でございま

すが、先程のご質問でも、ご回答させていただきましたが、避

難路・避難場所建設につきましては、日和佐川南岸地区のみな

らず美波町全体の計画の見直しを今後、早急に進めるとともに、

速やかに整備してまいりたいと思っております。また、避難路・

避難場所の検討にあたりましては、自然の高台を中心に、避難

場所まで遠い、困難などの地区につきましては、人工的な避難

場所の整備も検討してまいりたいと思っております。以上です。

議 長 教育長 

教 育 長 それでは私からは 3 点目の幼稚園・保育園の移転の検討につ

いてお答えします。日和佐幼稚園・日和佐保育園の移転につき

ましては、園児を津波から守ることを念頭に、旧日和佐高等学

校跡地を移転用地としておりましたが、東北地方太平洋沖地震

による想定外の津波被害が発生したことから、移転用地の見直

しを課題としたまま現在に至っております。8 月 29 日に内閣府

が南海トラフ沿いでの巨大地震による想定津波高・想定津波浸

水域を公表したことから、想定津波浸水深も新たなものとなり

ましたので、本想定にかかるデーターの入手を待って検討する

こととしておりました。このたび、美波町にもデーターが提供

されましたことから、本データーを参考に移転用地を検討する

こととしています。検討にあたりましては、日和佐幼稚園・日

和佐保育園の保護者の方々、今後お子さんが入園するであろう

保護者の方々と、子育ての支援も含めて、意見をいただきなが

ら取組むこととしております。以上です。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長 私の方からは、総合体育館の代替施設となりうる場所の立地

条件についてお答えいたしたいと思います。災害時の庁舎機能

の代替施設を総合体育館としておりますのは、町内において津

波浸水区域以外に適当な町有施設が無かったことが第一の要因

となっております。このことから、町の中心部から離れた場所

となっておりまして、中心部から現地までには奥潟川があり 4

箇所の橋が架かっております。落橋防止等の耐震構造となって

おりますのは上流部のサンラインの入り口にある千羽口橋のみ

となっておりますので、地震の規模・如何によっては経路が断

たれる恐れがないとは言い切れません。 

本庁舎が津波浸水等、被害を受けない場所に移転することが

理想ではございますけれども、それには時間も要することとな
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りますので、将来的な検討課題として検討を進めることとさせ

ていただきまして、現在の状況下で最善の対策を講じることが

行政の役割であることから、現時点においては、この場所が最

良の場所として位置づけし、今後それに変わる場所が出来た場

合においては、その順位を見直すということとさせて頂きたい

と思いますので、ご理解頂きたいと思います。以上でございま

す。 

議 長 山本議員 

1 4 番 議 員 自席から失礼します。再問をいたしたいと思いますので、防

災課長は美波町全体を避難地域ということでいろいろ考えてい

くといわれておりますが、特に私は指摘しておりますのは、一

番行政としては全体のことを考えていくことは、ほれはあたり

まえのことであるが、特に指摘しておるんは南岸地域が遅れて

おるということで指摘しとるけん、こういう取り組みをせない

かんなぁいうことでございます。それと幼稚園・保育所に関し

ましては、検討委員会保護者も含めてしていく、立ち上げると

いうようにおりますが、時期的なもんはいつごろを予定してお

るのかお聞きしたいと思います。 

それともう 1 点総合体育館につきましては現地点ではほうい

う施設・高台がないということでございますが、そのために私

が高台を作れって、ほこへっていうような感じにいうておるわ

けでございますが、その辺のとこも含めまして、やはり道の駅

はもともとの総合拠点であることだし、やはり周辺に大規模な

避難所建設があれば、そういういろいろ自衛隊とかいうことも

ありまして、連携がスムーズにいけるのではないかということ

をお聞きしておるわけでございます。 

議 長 町長 

町 長 私の方から今の再問につきまして、お答えをさしていただき

たいと思います。まず南岸地域といわれる桜町地域のことでご

ざいますが、以前より議員の方からご提言のありますいわゆる

サンクス裏の山につきましては、私共の美波町のいわゆる市街

地の中でも日和佐川を挟んでの南側につきましては、自然の高

台が現実的になかなか無い状況の中で、一番あの辺りについて

がいいのではないかというふうに認識はしているところは私も

同じでございます。ただまだ十分な地権者の方とのお話しであ

りますとか、その地形をいわゆる高台として整備するにあたり、

その基本構想的なもの、例えば議員がおっしゃっていただいた

ように、将来的にはこれは事前復興計画にも繋がるところがあ
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ろうかと思いますけれども、今回の 8 月 29 日の国の公表ではこ

の役場は 4ｍあまって浸かるというような中でですね、理想とし

てはいわゆる高台に庁舎機能を移転できればそれは一番防災的

には理想的なのかなぁというふうに考えております。そういう

庁舎機能でありますとか、その他もろもろの公共施設を今後町

として、高台に全て持っていくような計画をしていくのか、で

ありますとか、それに要する事業費がどれぐらいかかるのかと

かいうことについては、基本的な考え方を今後早急につめさし

ていただいて、対応をさしていただきたいとは思っております

けれども、まずそこまで大きなことではなくて、例えば議員が 3

番目でおっしゃっている幼保のいわゆる移転先としてどうかと

いうようなこともございます。これにつきましては時期につい

てというようなお話でございましたので、今のところ考えてお

りますのは 10 月の 15 日以降で保育園とそれと幼稚園の保護者

の方、またそれのもう少し小さい方ですかね、保護者の方とこ

れに特化したお話じゃなくて、子育て全般について町長と教育

長が出席さしていただいて、意見交換会をする場を設けてもら

うように両園長にお願いしているところでございますが、そう

いった中で移転先の話でありますとか、それから子育て全般に

ついてのお話もいただきながら皆さま方のお考え等ももう一度

意見交換の中でお聞きして、今後取組んでいきたいなぁと思っ

ております。 

それから 3 点目の総合体育館のことにつきましても、総務課

長が申し上げたとおりでございまして、今現在役場の代替施設

としてどこを選ぶかっていうようなことの中で、そういう施設

を最優先で選ばさしていただいた結果そのようになっていま

す。この美波町の中の日和佐地域といいますのは、日和佐川等

で北河内谷も含めましてですけれども、川で囲まれている地形

がございます。ここの役場につきましては日和佐川で厄除橋で

繋がっておりますが、その橋がいわゆる今回想定されています

震度７っていうような地震・揺れに耐えれるかどうかっていう

ところは現在落渠防止っていうような工事につきましては、県

の方でやっていただいておりますけれども、そういった検証も

あろうかなぁと思います。先ほど行ったように体育館につきま

しては、それよりもまたたくさんの内ケ磯橋でありますとか、

いろんな橋を渡らなくてはいけないということで、現実的には

地震の揺れによっては、そこの代替庁舎が、代替庁舎たること

ができないっていうようなこともあろうかと思います。そうい
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ったこともあろうかと思いますけれども、現在のところ町有施

設でいわゆる浸水がないところというと、ほこの総合体育館に

なってまいります。日和佐城はどうかというようなお話しも伺

っております。日和佐城につきましても建物自体は町のもので

ございますので、そこがいいのではないかとかいうような諸々

の話、もう 1 つは町の施設ではありませんけれども、北河内に

あります県の支援学校につきましても浸水区域に入っておりま

せんので、あすこはどうだろうかというようなことも含めて今

後いろいろと検討をさしていただいて、最良な第 2 のいわゆる

代替施設として指定といいますか、実行性のある代替施設とい

うようなことで、やっていきたいというふうに考えておるとこ

ろであります。 

議 長 山本議員 

1 4 議 員 町長より幼稚園・保育所については保護者だけではなく、子

育て者全体の方も含め、意見交換会を進めていくということを

申しておりましたが、そういうことも速やかに進めていただき

たいと思います。 

最後になりますが地震津波の対策といたしましては、現在津

波避難シェルターの取り組み、また復旧基金の創設あるいはセ

カンドタウン構想のようなことも叫ばれておりますが、やはり

いえることは限られた財源の中で実行性のある対策を講じてい

くには、事業検証優先順位等が必要であり、また国により、自

治体別の浸水深も示されており、スピード感を持って望まなく

ては住民の不安感が増すばかりであります。防災のまち・震災

に強いまち・安心安全のまちとしての取り組みを行い、最終的

には津波・減災対策としては結局早期に避難・逃げるというこ

とでございますが、また逃げるときでも福岡県のある町が取組

んでおります逃げタオル運動として、逃げる際に郵便ポストに

タオルを挟んで逃げる、そうすることによりましてポストにタ

オルが挟まっておれば逃げておるという目印ともなり、近所の

人にもすぐ分かり、町内会またいろいろな人にも分かり、減災

対策の取り組みのひとつであろうかと思います。まずいえるこ

とは逃げる高台への避難所を作ってあげてください。そして皆

が先程防災課長もいっておられましたように、若い人達が美波

町を離れていこうというようなこともお聞きしているという、

まぁ私自身もほういうように感じる面がございますので、本当

にこのまちに住んでよかったと思えるまちづくりにしていただ

きたいと思います。以上で終わります。 
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議 長 山本議員 

1 4 番 議 員 次に空き家対策、空き家が全国各地で大きな社会問題となっ

ており、本町においても多分にもれず近年空き家が町中心部に

おいても多くなっておるわけでございますが、現在まちにおい

て空き家の実情・状況は把握できておるのか、またその内、廃

屋かした家屋状況も併せて伺いたい。また現在は町が救済とい

うかたちで取組んでおります、空き家情報等についても空き家

バンク事業として民間あるいは NPO 等に委託して、改修再生に

取組めばもっともっと広がりもでき、空き店舗においても有効

活用できるのではないかと考えますが、行政側としては空き家

活用拡大の施策をどのように持っておるのかも含めて伺いたい

と思います。 

最後に津波対策に関連してくるのですが、地震津波の被害が

想定される中、避難路としての機能が著しく失われる恐れのあ

る廃屋化した倒壊の恐れのある住宅に対し、環境整備と防火防

災面の危険もあり、空き家・空き地の適切な管理を基本とする

ことを条例化することが現在全国的にも自治体が、取組む自治

体が増えておるわけでございますが、県内においても取組んで

いる自治体もあり、国の補助事業でもあり、老朽化した空き家

の解体・撤去に一部支援するという施策も本町において、防災

面において力をいれている自治体として、取組む課題と考える

が、デメリットとしては一個人に補助金を出すのとか、また解

体後の税制面とかあると思うが、先般徳島県知事も国へ提言者

として老朽化した空き家の撤去の推進・税制上の優遇措置の設

置等に提言取組んでおり、本町においても必要な施策と考える

が、どのような展開を持っておるのかお伺いいたします。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長 ただ今の山本議員のご質問にお答えいたします。空き家の把

握についてでございますけれども、過去にはなりますが平成 20

年度に県の補助事業により町内会連合会に空き家調査を委託し

ております。調査結果では町内全体で 325 戸の空き家がありま

すが、この時の調査目的が移住者への空き家情報提供のための

調査であったため、その内の廃屋の件数までは、この時は調査

いたしておりません。ちなみに全国で国土交通省がおこなって

おります空き家実態調査の把握情報では、全国市区町村対象と

して 16.5％の市区町村で把握をしているという現状でございま

す。 

次に空き家バンク事業を民間・NPO 等に委託してはどうかと
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いうようなご質問でございますけれども、美波町で空き屋バン

ク事業は総務企画課内において、移住交流支援センターを設け

て、空き家情報の提供を行い、移住者への支援を行っておりま

す。空き家情報の提供については、広報・ホームページでお願

いしているところではありますけれども、現在提供件数は 1 件

と少ない状況であります。さて、ご質問のありました NPO 等に

運営委託してはどうかとのことでございますけれども、徳島県

内で現在、移住交流支援センターを NPO に委託しておりますの

は神山町のグリーンバレー、勝浦町のふれあいの里さかもとの 2

町となっております。また、NPO 独自で空き家情報の提供を行っ

ているところもございます。美波町においては、特に由岐地区

において地域づくり団体の活動が活発なところがあり、独自に

空き家の紹介などを行っている団体もあります。NPO につきまし

ては、今年 8 月に日和佐まちおこし隊が設立されておるようで

ございますけれども、空き家情報については取り組んではいな

い状況であります。空き家バンク事業を NPO 等に運営委託する

ことについては、行政と違い活動範囲も広がり効果が得られる

と考えておりますけれども、その運営委託に当たっては美波町

全域の情報を管理して頂くこととなり、委託料等も必要になっ

てくるかと思われます。これらのことを考慮いたしまして、管

理運営を受けて頂く NPO 等があれば積極的に進めさせて頂きた

いと考えております。空き家活用を施策については、ご提言い

ただいたことは、現在の取り組みに充実に活かしていきたいと

思います。 

それから廃屋化した倒壊の恐れのある住宅には条例化も含め

て補助事業、そういった対策が必要ではないかというご質問で

ございますけれども、少子高齢化・人口減少が進む中、空き家

は増える傾向にあると考えられます。その中には老朽化した空

き家も見受けられ、その適正な管理が求められているところで

あります。空き家の管理責任については、本来所有者又は管理

者にありまして、倒壊等により何らかの事故等が起こった場合

は、その責任を負うこととなります。また、建築基準法にも規

定がございまして、保安上危険な建築物等に対しては除却等の

勧告・命令を出すことが出来ることとなっており、その権限に

ついては徳島県内においては徳島県と特定行政庁であります徳

島市に権限があります。また、消防法・廃棄物処理法での措置

もございます。最近では条例により規制を行っている団体も多

くなってきており、国の調査では全国で 73 の地方公共団体で施
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行されておりますけれども、県内では現在のところ制定されて

いない状況であります。そもそも個人の財産でその管理責任は

所有者又は管理者にあり、他の法律で既に措置できることから、

今すぐに条例化の予定はございません。 

次に、空き家撤去補助事業についてでありますが、これは国

土交通省住宅局所管の空き家再生等推進事業のことであるかと

思いますが、この事業につきましては住環境の整備などを目的

に行われるもので、平成 22 年度から平成 24 年度の 3 ヶ年が事

業年度となっており、除却事業については県内で徳島市と海陽

町が行っているところです。美波町においては、撤去後の使い

方は限定されますが地域づくり推進条例に基づいて老朽倒壊危

険家屋撤去支援事業で除却に対する補助を行っております。ま

た、空き家の再生といった点では、定住促進対策条例で転入者

に対する空き家改修費用の補助を行っているところです。空き

家対策は、全国的にも問題視されており、取組むべき課題であ

ります。徳島県住宅課においてもこの 9 月 28 日に空き家対策の

勉強会を開催することとなっております。また税制面での優遇

措置については、徳島県から国に向け政策提言を行っていると

ころであるところから、国の動向を注視していきたいと思って

おります。平成 25 年度からの国の補助の継続及び内容について

は、まだ示されておりませんけれども、他町の取組みなども研

究し、国から示されます補助制度の内容を確認した上で、制度

化に向けて検討させて頂きたいと思います。以上です。 

議 長 山本議員 

1 4 番 委 員 再問に自席から失礼します。今までに住民から廃屋化した住

宅があり、危ない・危険ということで町に相談ということはあ

ったのか、私自身町内歩いておりますと、ほういうことも聞き、

行政でこれこんなんどないぞならんのんではないかいうような

ことも聞いたこともあり、まぁまぁあの時点では相続人のこと

もあり、難しいのかなぁとは思っておりましたが、現に各自治

体もこのように取組んでおり、条例化も急増しておる中で、先

程、総務課長もいわれましたように建築基準法では危険な建築

物は勧告できるというようにいわれておりましたが、各自治体

の担当者の方は一応ほういうように勧告できるとなっておりま

すが、ほほ基準が明確でないということで取組んで、これでは

いかん、あやふやな基準になっておるということを指摘してお

ります。2009 年には国は過疎地域と旧産炭地域に入って空き家

撤去費用の補助を人口の減少が認められる市、いわゆる徳島市
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やね、町村、海陽町において国費、2/5、40％であり、13 年度ま

での次元措置として徳島県も力をいれておるわけですが、海陽

町では 600 千円を限度に 2/3 の助成金を出しており、老朽化・

不良度を役場職員が点数制でチェックをして、対象判定を決め

ており、また施工業者も町内業者としているようです。本町に

おいても一個人に税金を投入するのかというようなこともいわ

れておりますが、現に簡易な耐震工事に補助対象としておるよ

うなところもあり、その辺のところはクリアできるのでないか

と思われます。前向きに検討していただいたらと思うところで

ございますが、答弁をお願いいたします。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長 お答えいたします。建築基準法の撤去のことでございますけ

れども、たしかに建築基準法では明確な規定っていうのはござ

いません。ほの建築基準法の第 10 条で定められておりますけれ

ども、保安上危険な建築物等に対する措置ということで、損傷・

腐食・その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上

危険となり、または著しく衛生上有害となる恐れがあると認め

る場合においては、その所有者・管理者・占有者に対して相当

の猶予期限を設けて除却・移転・改築・増築、そういった措置

を勧告することができると、ほういった内容になっておりまし

て、確かにどの程度進めばっていうところまでは規定はされて

おりませんけれども、ある程度の制限措置はあるということに

なっております。それで町内で空き家等・廃屋に対して住民か

らの苦情といいますか、対応については過去に何件かあったか

とは思いますけれど、先程も申し上げましたけれども、所有者

または管理者の責任ということで、その所有者・管理者にお願

いしていただくというようなかたちをとらしていただいており

ます。 

それで補助事業の点でございますけれども、先程答弁させて

いただきましたように、現在施行されております補助事業につ

いては 24 年度で終わりと、一旦は終わりということで、先程山

本議員おっしゃられたように徳島県からもその継続については

要望といいますか提言、徳島からの提言として国の方に上げて

いるところでございますので、多分でございますけれども継続

というかたちにとられると思います。それでその内容について

は現補助制度とどう違うかは、十分見さしていただいて、でき

れば制度化に向けて前向きに検討さしていただきたいと思いま

すので、ご理解いただけたらと思います。 
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議 長 山本議員 

1 4 番 議 員 最後になりますが、やはり防災に力を入れておる自治体、美

波町ということで、特にこういうことを速やかに検討、前向き

に検討していただきたいと思います。以上で質問を終わります。

（時に 11 時 03 分） 

議 長 以上で山本議員の一般質問は終了いたしました。 

続いて 7 番北山委員の一般質問を許可いたします。 

北山議員 

7 番 議 員 それでは一般質問をします。私は、大きく減災対策と総合計

画の 2 つの問題について質問しますのでよろしくお願いいたし

ます。  
1 点目、減災対策問題について、第 1 に情報伝達手段に関して

4 点お聞きします。①現在、町は情報伝達、即ち警報伝達手段は

幾つの方法で行っていますか、お答えください。②7 月 29 日の

訓練でも放送が聞こえなかったという声があります。こんな難

聴地域の実態を把握していますか、お答えください。③防災行

政無線整備事業が完成すれば、難聴地域は解消しますか。また

その完成時期はいつですか、お答えください。④徳島市のよう

に携帯電話を使う方法を考える気持ちはありませんか、お答え

ください。  
次に第 2 に災害時要援護者支援対策に関して 2 点お聞きしま

す。①要援護者支援制度実施要綱では、支援機関は自主防災組

織と民生児童委員となっていますが、これだけでは実際の支援

活動は出来ません。何人かの支援者を決めなければなりません。

この支援者を決める作業は、町・支援機関・家族・本人の三者

で協議し、依頼してはじめて出来ることだと思いますが町はど

のように考えていますか。この要綱を告示するだけでは事は進

まないと思います。②支援機関の仕事は避難誘導と安否確認と

なっていますが、寝たきりなどの要援護者を避難誘導するだけ

でも、周到な計画と準備を要する場合が多いと思います。これ

も町・支援者・家族・本人の三者協議で作るべきだと思います

が、町の考えをお聞かせください。  
次に第 3 に災害時、町の機能がどうなるかについて 2 点お聞

きします。①大津波警報発令時、町の災害対策本部の位置・組

織・機能の状況予測と行動計画は出来ていますか、お答えくだ

さい。②出来ているのであれば、その概要を説明ください。以

上です。 

議 長 消防防災課長 
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消 防 防 災 課 長 私の方からは①情報伝達について③災害時の町の機能につい

て、この 2 点についてご解答させていただきます。 

まず 1 点目、情報伝達手段としましては、防災行政無線や告

知放送による屋内端末・屋外スピーカからの放送による情報伝

達、また、これは町からではないんですが、各ご家庭のテレビ・

ラジオからの情報収集があるかと思います。また、NTT ドコモの

携帯電話加入者に対しまして緊急速報メールが美波町内で受信

ができるよう手続きを行いまして、9 月 1 日から受信できるにな

っております。また、au につきましては、10 月 1 日から、ソフ

トバンクにつきましては、10 月以降で受信ができるようただ今

手続きを行っております。緊急速報メールとは、気象庁が発表

する一般向け緊急地震速報並びに津波警報・大津波警報を現在

ご加入の携帯電話に自動で配信するサービスのことでありま

す。なお、詳細につきましては、広報みなみ 10 月号に掲載し町

民の皆様に広く広報予定にいたしております。 

次に、町内放送の聞こえない箇所の把握はできているのかで

ございますが、防災行政無線につきましては、昨年 12 月及び今

年 7 月に避難訓練を行いました。その際に自主防災会・住民の

方・職員などから聞こえない等の情報をいただいたところにつ

きましては、スピーカ等の不具合がある場合、修繕を行ってき

ております。ただし、箇所によりましては、一度修繕したもの

がすぐに不具合になる。また電波を受信したりしなかったりと、

設置から 30 年近くなる設備のため、手立てを考慮中の箇所があ

るのも現状でございます。なお 9 月 27 日には、自主防災会連合

会の臨時総会を開催いたしますので、その際 7 月に行いました

避難訓練につきましての、ご意見を伺う予定にいたしておりま

す。 

次に、防災行政無線整備事業が完成すれば難聴地域は解消す

るのかでございますが、現在、机上での放送伝達地域のシュミ

レーションを行っておるところでございます。ただし事業費に

も限りがあること、少ない子局で最大限の効果を上げることが

でき、できる限り津波などで、流失・破損しないところを、現

在設置している子局を基本に選定作業を行っているところでご

ざいます。そのようなことから、美波町のすみからすみまで難

聴地区を解消することができるか、今後詳細調査を行いながら

判断して行きたいと思っております。もし難聴地区ができる場

合には、個別受信機や防災ラジオなど設置などで対応すること

も検討していくことになります。また、防災行政無線の完成は
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いつになるのかでございますが、平成 24 年度中に実施設計を行

い、25 年度工事着工予定でございますが、まだ実施設計ができ

ておりませんので、いつ完成っていうのははっきりしたことは

申し上げられませんが、一応計画としては 2 年間、2 年を目途に

考えております。 

次に徳島市のように携帯電話を使った警報伝達を考えること

はできないか、でありますが、先ほど北山議員のご指摘の件は 9

月 1 日に徳島市が、緊急速報メールを使った情報伝達訓練を実

施したということだと推測されますので、先ほど情報伝達手段

の中で回答させていただきました、携帯電話による気象庁が発

表する緊急速報メールにつきまして、9 月 1 日から順次配信予定

とさせていただいております。 

続きまして 3 番の災害時の町の機能についてということでご

ざいますが、まず大津波警報が発令された場合、もしくは震度 6

弱以上の地震が発生したときは、災害対策本部は自動設置され

ます。その場合、位置は役場本庁に自動設置されますが、万が

一津波が発生した場合、職員等も避難することとなり、役場本

庁舎が津波等により被災した場合、収まるまで役場本庁へ近づ

くことはできないと思われます。津波等の襲来、余震等の 2 次

災害の危険が無くなり、役場本庁が使用可能な場合は、そのま

ま役場本庁が災害対策本部となりますが、使用できない場合、

現在、代替施設として考えております総合体育館の方へ災害対

策本部を移し、体制を構築し災害対策にあたることとなります。

組織としては、町長を本部長とし、参集した全職員が、現在製

作中の個別危機管理対処マニュアルの各行動計画に基づき、行

動を行っていくこととなっております。以上です。 

議 長 保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長 それでは私の方からは、北山議員さんの 2 点目の災害時要援

護者支援対策についての、災害時要援護者支援制度実施要綱の

中の自主防・民生委員の支援機関について、ご答弁させていた

だきます。 

まず答弁にあたりまして、要綱を作る経緯として本来、美波

町におきまして計画を策定しておりますので、その流れをご説

明させていただきます。美波町では災害発生時における災害時

要援護者への支援を適切かつ円滑に実施するために、国の災害

時要援護者の避難支援ガイドラインを踏まえ、平成 22 年 3 月美

波町災害時要援護者避難支援プラン、全体計画を策定しており

ます。東日本大震災発生以前の計画ではございますが、本町に
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おける災害時要援護者の避難支援対策について、基本的な考え

方や進め方を明らかにしたものであり、災害時要援護者の自

助・地域の共助を基本とし、災害時要援護者への情報伝達体制

や避難支援体制の整備を図ることにより、地域の安心・安全体

制を強化することといたしております。そのような方針により

本町では平成 23 年度美波町災害時要援護者支援制度実施要綱を

策定しております。ご質問にございましたその中の支援機関で

はございますが、それは美波町災害時要援護者支援計画の国の

ガイドラインに策定しております避難支援者の選定は要援護者

本人の意向を極力尊重することとしていますが、要援護者に対

し、要援護者の支援は支援者の任意の協力に行われるものであ

ることや、支援者の不在や被災などにより、要援護者の支援が

困難となる場合もあり、要援護者の自助が必要不可欠であるこ

ととについても十分に周知するとともに、実施されたものでご

ざいます。またこの支援機関の義務としては、知りえた情報に

ついては、支援者以外の目的で支援以外の目的で台帳を利用し

てはならないとしております。 

それで今後の計画といたしましては、先程、北山議員さんも

おしゃっておりましたように、今後は要援護者の避難支援につ

いて、町の危機管理プロジェクトまた地域防災計画の見直しと

併せまして、緊急を要する避難場所等も決めていくことになる

のではございますが、そこに誰がどのように避難するのか、ま

た家族・ご本人がかかわっている関係者とも協議を何度も何度

も重ねる必要があると思います。そのような協議が出来るサポ

ートを行政ができたらと考えております。また町としては助か

る命は助けると言う減災の視点から、要援護者を対象とした避

難訓練を行うとともに、訓練の検証も行いながら、個人個人に

対する意識啓発も図ることといたしております。以上です。 

議 長 北山議員 

7 番 議 員 今の保健福祉課長の私の質問に答えてないような感じがある

んですが、再問をいたしたいと思います。 

まず第 1 点目の情報伝達に関してですが、①については行政

無線と個別受信機、町がする手段としてはこの 2 つと、こう理

解していいのか。携帯電話が 9 月 1 日から NTT ですか、あと AU

が 10 月、ソフトバンクも 10 月からというような話もありまし

たが、これ④と重複するんですが、これは訓練の時もこれは使

えれるのかどうか、徳島市はそれを使って情報伝達の訓練をや

ったというような話があるんですが、これが使えないとすれば
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町の 2 つの手段に頼らなければならないということになります

んで、①④ということで、それで対応できるのかどうか、再度

お聞かせを願いたいと思います。 

それと放送が使えないという難聴地域の実態につきまして

は、自主防災組織なり今度の総会ですか、その時にも再度伺っ

て、その時に報告があった件については全て最終の対応はして

いただけると、そういうことなのかどうか、再度お聞きをいた

します。 

それと防災行政無線整備事業については、まだ実施計画がで

きていないというような話なんですが、やはり難聴地域がある

ということを認識されているのであれば、早く実施計画を作っ

て、一日も早い難聴地域解消の手立てをするべきというように

私は感じます。それと先程同僚議員もはやり姿が見えてこない

ということについても、やはりこういう対応の遅さっていうん

ですか、そこらが問題だと思いますんで、再度これについては

もう少し具体的な意気込みっていうんですか、そういう対応に

ついて再度答弁をいただけたらと思います。 

それと災害時要支援者支援対策についてですが、これについ

ては協議会を設置して、何度も何度も今後検討していくという

ような、そういう答弁だったんですが、この課長もいわれてお

った要支援者、要援護者支援制度実施要綱については 24 年の 3

月ですか、3 月に公示をされておるというようなかたちでありま

すんで、今現在、支援機関との協議はどうなっておるのか、先

程もいいましたが、要綱を告示するだけではぜんぜん進まない

と思いますんで、もう期間も 6 ヶ月も過ぎておる状況の中で、

どのような対応をされたのかお聞かせを願いたいと思います。

それと②の支援機関の仕事、これも決められております。先

程もいいましたが、避難誘導と安否確認、再度お聞きしますが、

こんな中で寝たきりなどの方の避難誘導っていうことを 1 つと

っても周到な計画と準備が要すると思いますんで、これをここ

の計画準備を支援機関が作るというようなかたちになれば大変

大きな負担になると思いますんで、これも町と支援者、この支

援者を早く決めて家族・本人三者協議でつくるべきと思います

が、再度町の考えをお聞かせ下さい。 

議 長 消防防災課長 

消 防 防 災 課 長 それではご解答さしていただきます。まず緊急速報メールの

件でございますが、まず実際はもし津波とか地震が起きた場合

は、これは気象庁の方から自働配信されまして受信は美波町内
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においでる方、美波町内で携帯電話をお持ちの方、10 月以降は

受信は可能とこれは聞いております。それは確実に大丈夫かと

思っております。ただその訓練につきましては、まだ電話会社

とのやり取り、そこまではちょとできておりません。訓練の時

にそれを使かわさせていただけるのか、たぶん徳島市ができま

したので、できるかと思いますが、3 社となってますので、その

辺の都合といいますか、連携をとれるかどうか、もう一度確認

をしまして今後訓練の時に使えるものであれば、訓練の時に発

信等々の訓練もさせていただきたいと思っております。 

続きまして現在の防災無線の難聴地域につきましてでござい

ますが、今回 27 日に自主防災会の方でご意見を伺って難聴地域

があれば調査し、できるかぎり難聴地域がなくなるようなかた

ちにしていきたいとは思っておりますが、ただ今後そのデジタ

ル化、これから行います防災行政無線の整備とあいからまって

その辺の事業費でありますとか、その辺を考慮いたしまして、

今後検討をしていきたいと思っていますので、よろしくお願い

したいと思います。 

後ですね、実施計画につきましてでありますが、実施設計、

現在業者に委託いたしまして、24 年度中に発注して行っておる

ところでございます。内容につきましては諸般の報告の中にも

町長の方からご説明させていただいたと思うんですが、本庁舎

に統制台、支所に遠隔統制局、町内 46 箇所の同報の小局並びに

移動系の携帯端末 25 台、ファン固定端末 4 台、移動系車載型端

末 25 台を整備する予定にいたしております。ただこれには先程

いいましたように、難聴地域の、もし難聴地域が出来た場合に

個別受信機とか防災ラジオを設置する費用等々は含まれており

ません。ですからその辺は補助事業をいただく関係上、それは

補助対象外ということと伺っております。ですのでその辺を今

後どうして、もし難聴地域が出来た場合、そういう地域に対し

てどういうふうなかたちで行っていくかってことも今年度中に

精査を行い、必ず難聴地域が無くなるように計画を進めてまい

りたいと思っております。以上です。 

議 長 保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長 それでは私の方からは、災害時要援護者支援対策についての

再問、支援機関との協議はということ、それとまた支援機関が

寝たきりの方などの避難誘導等の支援策を決めていくのかとい

うことについてお答えしたいと思います。 

支援機関との協議はということではございますが、これにつ
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いてはこの美波町災害時要援護者支援制度実施要綱にもとづき

まして、昨年 23 年度におきまして災害時要援護者台帳という作

成に取組みました。その時点におきまして、この作成にあたり、

どのような方法で作成していくかということで、本来の全体計

画にありますように、同意方式というのをとりまして、美波町

では美波町民生児童員協議会に委託し、個別に一人ひとりをあ

たっていただきながら、個別に要援護者台帳登録申請書ってい

うのを、任意ではございますが、登録を必要とする方に登録を

していただいております。その時点で民生児童委員協議会の方

には趣旨等をご説明させていただいております。今後この台帳

が概ね作業が今、作業中ではございますが、概ね対象者に対し

ての登録が登録入力が済みましたことが終えまして、今後自主

防とも会議等を通じてご説明しながら、ご説明、お話しをさせ

ていただきたいと思います。 

また支援機関が避難支援について決めていくのかということ

についてでございますが、これについては、先ほどもお答えさ

せていただきましたように、町の危機管理プロジェクトですと

か、地域防災計画の見直しとあわせまして、とりあえず町とし

ては避難場所を決めていき、その中で今度は地域の消防団であ

るとか、自主防災組織・町内会・福祉関係者との連携を深めな

がら、当人・ご家族・ご本人それとその方と何度も何度も話し

合いを個別にする必要があると思います。それでその中でこの

方がどのように避難をしていくかっていうのを協議していけれ

たらと思いますので、町としてはそのサポートをできていけれ

ばと思っております。以上でございます。 

議 長 北山議員 

7 番 議 員 再々質問をさしていただきます。この携帯電話については訓

練に使用できるかどうかは分からないと、実際の災害では当然

使える、私もそう思います。しかし訓練でも使えるようなかた

ちで、常に訓練をしていくべきと思いますんで、早急に確認を

して、やっていただけるような方向で努力をしていただきたい

と思います。 

それと難聴地域についてですが、この件については初日の提

案理由の説明の時にもありましたが、7 月の 29 日の訓練という

んは参加人員も余り把握できていないというような訓練であっ

たように説明がありましたが、私共の東由岐の防災会ではこの

ときに避難カードっていうんを避難していただいた方 123 名に

書いていただきました。この中でやはり放送が聞こえなかった
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いう地域の方がかなりおいでましたんで、また総会のときの報

告はいたしますが、できるだけ放送が聞こえないという地域が

ないように他のことを切り詰めてでも、やはり避難地域の解消

に努めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

それと 1 つ再問でいい忘れたんですが、災害時の対策本部に

つきましては、6 月議会の総務課長の答弁ではその時の状況で考

えるというような一般職員の方が逃げるんで、災害対策本部に

ついてはそのときの状況で考えるというような答弁がありまし

た。この災害対策本部っていうんは先程課長も申しておりまし

たが、大津波警報発令あるいは震度 6 以上の地震が起きた場合

自動的に設置されるというようなかたちになっていますんで、

これもできるだけ早くちゃんとしたマニアルっていうんです

か、行動計画を作っていただいて、それをお示しをいただけた

らと思いますんで、早急な対応をよろしくお願いいたいます。

それと災害時要援護者支援対策についてですが、この問題に

ついては大変難しい問題だと私は思います。しかしやらなけれ

ばならない問題だということでもあります。平成 24 年の 3 月に

要援護者支援制度実施要綱、これはこの時点で公示をされてお

ります。当然町長も知っておることだろうと思いますが、それ

から 9 ヶ月もたって今の段階でまだ協議もされていないような

答弁であります。そしてその要支援者制度の中には支援機関と

して、自主防災組織と民生委員、この 2 つに特定をされている

わけなんでありますんで、民生委員さんには説明したが今後、

自主防災会には説明をするというような、9 ヶ月も経って自主防

災会にこれから話をすると、そういうふう対応ではいつ起こっ

ても不思議でない震災に対応はできないと思いますんで、ここ

のところ町長の考えを最後にお聞かせを願えたらと思いますん

で、よろしくお願いいたします。 

議 長 町長 

町 長 いまおっしゃられた災害時の要援護者支援制度のことでござ

いますが、先ほど保健福祉課長から申し上げましたように、こ

の要綱は 3 月に作らさしていただいて、それからまた並行する

かたちで要援護者台帳を民生委員さんのご協力によりまして作

っております。その中にはこの要援護者の申請・届出の中に支

援者を書く欄がございます。例えば私が要援護者というような

ことであれば、隣近所の方でありますとか、そういった方に支

援者になっていただけるかとかいうようなことをお話しをさし
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ていただいて、そして了解をいただいた方には支援者になって

いただくということで、届出をいただいております。要援護者

自体は 1,000 人前後、対象者としては 1,000 人を超えて、登録

者は 1,000 人を切れるっていうぐらいの数がいらっしゃるわけ

でございますけれども、支援者はその約 1/3 程度となっており

まして、300 数人となっております。ですから絶対数が不足して

いるというようなことでごさいますので、これからはその支援

者につきまして、要援護者 1 人につきまして最低お 2 人ぐらい

の支援者ができるようにというような手続をやっていくという

ようなことでございます。それともう 1 つは議員が今おしゃら

れた要綱というのと、全体計画っていうの 2 つありますけれど

も、要綱には自主防災組織と民生員っていうのが支援組織とし

て指定をされておりまして、そこにつきましてはいわゆる情報

をその 2 つにお流ししますけれども、守秘義務とかっていうよ

うなことでやってくださいねっていようなことがありますが、

計画の中ではそれ以外に町内会でありますとか、社会福祉協議

会でありますとか、そういった支援団体は入っております。こ

の要支援台帳っていうのは本当に微妙な情報でございますか

ら、こうなかなか漏れるっていうようなことがあってはならな

いっていうようなことが一方であるものの、災害時にはその方

の状況をちゃんと知っていただいている。例えばどこで寝てい

るでありますとか、普段どのような状況っていうのは知ってお

かなくてはとても助けることができないっていうことで、一方

要綱を作らさしていただきながら、いわゆる支援の計画はまた

別途作らさしていただいておる中で、今申し上げたような支援

体制ができております。自主防災組織への説明が遅れているっ

ていうことは、真摯にお詫びをしなくてはいけないことではあ

りますけれども、その先程申しましたように要支援の台帳作り

をやっている中で、これからその支援者っていうようなことを

作っていく、まだまだ出来上がっていません。ていうようなこ

とがございまして、自主防への説明が遅れておるわけでござい

ますが、民生委員さんにつきましてはその台帳を作っていただ

くいわゆる委託先となっていただいておりますので、そういっ

たかたちで情報でありますとか、こういった内容については事

前にお話をさしていただいているっていうことで、ちょっと差

がございますけれども、できるだけ今後につきましては 2 つの

組織がこの要援護者台帳を作っていくうえでの要となる支援組

織でございますので、十分にお話しをさしていただくようにし
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てまいりたいと思います。 

議 長 北山議員 

7 番 議 員 今の件でございますが、要綱と計画が違うというような話が

あり、まだできあがっていないんで、話が出来ないというよう

な、ほういう答弁がありましたが、現実要綱は 3 月にできてい

ますんで、6 か月半年もあれば十分いろんな作業ができると思い

ます。この件については減災対策ということで、早急にやらな

ければならないと思う問題なので、十分に考えて対応をしてい

ただけたらと思います。 

次に大きな 2 番目の総合計画について 2 点質問します。第 1

は、第 1 次総合計画の検証評価について。今回の総合計画の作

成に当たって、第 1 次総合計画の検証評価は前段階に実施する

と 6 月議会で答弁していましたが、アンケート・委託契約・諸

ワークショップの実施済みの現段階では、当然、完了して結果

は出ていると思いますが、その結論だけで結構ですから簡単に

お聞かせください。②もともとこうした計画はローリング方式

で毎年見直し、検証評価を重ねていくべきと考えます。したが

って毎年度末にはそれまでの検証評価結果が出ていなければな

らないものと考えますが、町の考えをお聞かせください。  
第 2、アンケートについてです。①アンケートの対象は無作為

抽出で 2,000 人を選んだとい言う事ですが、抽出された結果の

状況を見たとき、果たしてその方法は妥当だったのかと疑問を

感じています。無作為抽出と言っても色々な方法があります。

実施した抽出方法を正確に言ってください。②第 1 次総合計画

の時のアンケートは住民 7,000＋町出身者＋中学生を対象、今回

の場合は住民 2,000 で中学生抜きということで、全然比較対象

が出来ない状況です。これでは地域社会の動きの実態把握が出

来ないと思います。最も重要な町経営のトップ計画である総合

計画作りが、なんとなく場当たり的作業で進められているよう

に見えます、この点町はどのように考えているのかお聞かせ下

さい。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長 北山議員のご質問にお答えいたします。現総合計画の検証に

ついてでございますけれども、第 2 次美波町総合計画の策定作

業において、現計画の検証・分析を行うこととさせていただい

ております。作業スケジュールといたしましては、各課ヒアリ

ングなどを実施予定といたしておりまして、これにつきまして

は 12 月末ごろまでに予定といたしておりまして、そういった内
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容を踏まえて検証結果については第 2 次総合計画に反映するこ

とといたしております。 

次にアンケート調査についてでございますけれども、2,000

人を対象に、地区別、それから男女別、10 歳刻みの年齢別の各

比率によりまして、完全無作為に抽出しておこなっております。

この抽出方法は、地区・性別・年齢層に偏りが生じないことか

ら、最良の方法だと思っております。それから前回のアンケー

ト調査につきましては、議員がおっしゃられたとおり 7,000 人、

住民の方 7,000 人対象と中学生等にアンケートをとっておりま

して、今回は 2,000 人ということで、対象者数は少ないという

ことで住民の意見がなかなか反映できないのではないかという

ことでございまして、今回アンケート調査を絞り込ましていた

だいたことについては、予算的な点もあるかと思いますけれど

も、その反面ですね、住民のワークショップでありますとか、

この完成時に行いますといいますか、パブリックコメント等で

住民の意見をその中で反映させていただけたらと思いますの

で、よろしくお願いいたしたいと思います。 

それから計画について毎年度ローリング方式で検討すべきで

はないかということで、寺下議員のご質問にもありましたけれ

ども、毎年予算査定等で毎年度の計画を立てていく上で、各課

からの聞き取りによって、それは進めさせていただけたらと思

っております。以上です。 

議 長 北山番議員 

7 番 議 員 検証結果、これについては総務課長が 6 月議会に現段階、早

い段階でっていうような、当然私もそれを聞いたときにまず 5

年間の総合計画の検証があって、それを踏まえたうえで次の計

画に、これは常識的な問題だと私は思います。②の今後は年々

検証をして、ローリング方式で検証して評価結果を出していく

というような答弁がありましたが、少なくとも今まで 5 年間の

総合計画については年々の検証ができていないとしてでも、今

回の新たな計画を作る上では、6 月の時点で総務課長が答弁した

ように何をする、一番まず最初に検証ありきで次の計画を策定

していくべきと、これが常識と私は思うんですが、それを今年

の 12 月までにやるというんはちょっと理解しがたい、あの時の

総務課長の答弁とはかけ離れているような感じがしますんで、

再度答弁をいただけたらと思います。 

それとアンケートの対象について、無作為抽出の方法、これ

について完全無作為というような地域・性別いろんなかたちで
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区別をしてっていうような答弁がありましたが、私のところで

は家族 6 名です。家族 6 名の中で私の中は 5 名までアンケート

がきておりました。他の地域でいろいろ聞いてみますと、ぜん

ぜん来てないという地域、それから 1件だけ来たという方、2,000

という数で前回は 7,000、今回 2,000 というかたちになれば、1/3

以下のところで私のように 1 軒に 5 通もきたというようなかた

ちのところがあれば、また住民の中でぜんぜん意見を聞かれて

ないという家が増えてくるように思います。何かこの方式、総

務課長は完全無作為だというようなそういう答弁でありました

が、なんか疑問の残る方式だったような感じがいたします。そ

こらについて再度答弁をいただけたらと思います。 

それとその 2,000 にした理由、これは予算的なことでの処置

だというような答弁がありましたが、前回の場合は婦人会にお

願いをしております。今回にしてもやはり今後 10 年の重要な総

合計画でありますんで、各町内会長会議あたりに話をすれば、

全て隣組・隣組単位でアンケートをとっていただけるんではな

いのかなぁ、予算がないから町民全体にできなかった、こんな

理由は到底理解しがたい問題だと思いますんで、再度答弁をお

願いします。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長 検証についてでございますけれども、6 月議会で私共が検証

を早い時期にということで申し上げて、遅くなっておることに

つきましては、お詫び申し上げますけれども、議員おっしゃら

れるように現計画から時期計画に変える場合は、もちろん今ど

ういった状況にあるかっていうのはもちろん検証しないと次の

計画には進めないということで、そのとおりと思っております。

ですから検証内容的に例えばですね、今、現計画であれば 20 年

に策定いたしましたときには、道路整備等であれば日和佐道路、

完成してないわけで、そのときはいろいろ県との連携を図って

推進するということで、そういった面についてはできあがって

いると。それとか公共交通の整備であれば、今現在タクシー助

成はおこなっているけれども、また違った面も進めていくとい

った、そういった検証の仕方になるかと思います。それと定住

環境の整備においては、UJI ターンの促進では、空き家情報の提

供をネットとかホームページですると、そういったことについ

てはできておりますけれども、次の段階となる空き家情報の収

集についてはまだまだというこの検討課題っていうのがござい

ます。そういった面をひとつずつですね、各分野ごとに各課か
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らヒヤリングを行いまして、できていないとこ、それからでき

ていない理由・原因等を全て把握した上でないとやはり次の計

画には移れないと思っておりますので、しっかりと検証を行っ

て次の計画に反映させていただきたいと思っております。 

それからアンケート調査については、議員のお宅には 5 通と

どいたということで、私共のお聞きするまでは知らなかったわ

けでございますけれども、基本的には行政区が単位になってお

りまして、伊座利であれば 13 人、阿部であれば 32 人、志和岐

で 29 人、東由岐で 55 人、西の地で 66 人等々その町内行政区単

位で比率によってアンケートさせていただいたかたちとなって

おります。ですからそこの 1 軒のお宅に何通行くかまでの今回

の調査・抽出方法は機械的に行っておりますので、そこに手を

加えると完全無作為にならないということで、あえてガイドど

おり出てきたとおりでさしていただいた経緯がございます。そ

れと予算の関係ということで 2,000 人ということと申し上げま

したけれども、今回あらゆるというか、業者から提案をいただ

いて、その中でその提案を受けて業者選定を行っておるわけで

ございますけれども、今回の提案の中で先程も申し上げました

けれども、住民のワークショップでありますとか、今回開かれ

ます子ども未来会議、こういった新たな取り組みの作業ってい

うこともございまして、アンケートについてはこの程度にさし

ていただいたといような経緯があります。町内会等使って婦人

会っていうのは由岐地区ではもうございませんけれども、そう

いった方法もあったかも分かりませんえけれども、業者提案の

中でのこの全体の枠での住民の意見の把握の仕方ということ

で、ご理解いただけたらと思います。以上です。 

議 長 北山議員 

7 番 議 員 検証はするっていうんは、これは本当に当たり前の話なんで、

これできているもの、できていないもの、そういうかたちで検

証をしていく。当然そうなるだろうと私も思います。そこらの

ところまで分かっているのであれば、今まで各部所も全部やっ

てきたことで、5 年間の総合計画がありますんで、すぐさまそう

いうこと 12 月末まで待たなくてもやれると思います。できてい

ることがまず分かっているんだったら、できていることだけで

も表にするなり紙面で書いていただいて、私共議員にも教えて

いただけたらと思いますんで、そこら早急に出していただけた

らと思います。 

それと今回のアンケート調査についてですが、町内会の件数



 65

をまず決めて、そんな中でやっていたっていうような話であり

ますが、町内会の件数を決めて、私のところへ 5 通も来たら東

由岐の町内会っていうんはかなり行く範囲が低くなってくると

いうようなかたちになります。先程聞いたような地区とか性別

とかいろんなかたちで選別して、最終それを無作為にひいたと、

この地区とか性別とかそういうことをやること自体が作為的で

あったんでなかろうかなぁと、私素人なりにそんな感じがいた

します。やはりやるんであれば前回のように出来だけ多い町民

の方に意見を聞いていく、そのために予算的なことがあるんで

あれば町内会にお願いをするなり、婦人会にお願いをするなり、

いろんな方法はとれたと思います。やはり町長も今まで何回も

住民の意見を踏まえた中でやっていく総合計画というようなこ

となんで、できるだけ町民の意見を聞いていただきたかったな

ぁというような感じがいたします。 

それと総務課長が業者の提案にお任せしてやったんだという

ような答弁がありましたが、これは私の意見なんですが、業者

っていうような専門家のきれいな紋付羽織を着たような本を作

って、それが総合計画だというようなかたちに出すよりも、や

はり町の職員が知恵を絞って、つぎはぎだらけで泥にまみれた

ような仕事着でも、その地域に根ざした職員が考えた総合計画

の作成の仕方というようなかたちで作った方が、はるかにいい

仕事が出来ると感じますんで、今後はそういうことに徹してや

っていただけたらと思います。以上で私の質問は終わります。

議 長 以上で、北山議員の一般質問は終了いたしました。 

通告者の一般質問は終了いたしました。これにて一般質問を

終了します。 

以上で本日の日程は終了いたしました。本日はこれにて散会

いたします。 

 （時に 11 時 58 分） 
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9 月 25 日（火） 

（時に 9 時 00 分） 

議 長 おはようございます。只今の出席議員は全員です。定足数に

達しておりますので、休会前に引き続き本日の会議を開きます。 
ただ今から、議案審議を行います。  
日程第 1 認定第 1 号 平成 23 年度美波町公営企業会計決算

の認定について  
日程第 2 認定第 2 号 平成 23 年度美波町歳入歳出決算の認

定について  
日程第 3 報告第 7 号 平成 23 年度決算における健全化判断

比率について  
日程第 4 報告第 8 号 平成 23 年度決算における資金不足比

率について 4 件を一括議題とします。  
ご異議ございませんか。  

（異議なし）  
「異議なし」と認めます。  
認定第 1 号・第 2 号及び報告第７号・8 号を一括議題とします。 
認定第 1 号・第 2 号及び報告第７号・8 号については、去る 9

月 18 日に本会議において各常任委員会に付託しておりますので

委員長からご報告願いします。  
総務産業建設常任委員会委員長 

2 番 議 員 先日行われました総務産業委員会に付託されました審議・審

査の結果報告を申し上げます。去る 18 日に総務産業建設委員会

に付託されました案件は認定第 1 号水道事業、認定第 2 号総務

産業建設委員会の所管、この 2 点及び報告 7 号・8 号の 2 件であ

りました。委員会は 9 月 24 日議場において、全委員出席のもと

開催し、審査を行いました。決算審査については監査委員より

会計的な数字を基礎として、法令や法則に照らした審査がなさ

れ、平成 23 年度美波町公営企業会計決算及び平成 23 年の美波

町歳入歳出決算にかかる決算書書類、歳入歳出事項別明細書、

実質収支にかかる調書、財産にかかる調書については正確に処

理されているとの監査報告が出されておりますので、委員会で

は主に成果表に沿って審議を行いました。その結果についてご

報告します。以下審査の過程におきまして、議論のありました

事項についてその概要を申し上げます。 

主なものは水道事業関係で水道使用料の未収額が毎年増加

し、固定化しつつあり、昨年も徴収方法について給水制限告知
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を含めた強い請求及び給水停止を検討するように提案したが、

実行されていない。給水停止までの手続が十分できていない、

今後もっと訪問に務めていきたいと答弁がありました。また津

波対策上の計画、水源地が浸水する可能性があると思うが、機

器類・電気系統等の津波対策を検討するよう意見がありました。

このほか委員会の審査を通じ、議論のありましたものは事項と

いたしましては、観光地 10 選、薬王寺門前桜町の活性化、大浜

海岸への動線効果、よくばり体験の運営また公共下水道使用料

の滞納等々の議論がありました。 

認定第 1号平成 23年度美波町公営企業会計決算の認定につい

て、水道事業及び認定第 2 号平成 23 年度美波町歳入歳出決算の

認定についての 2 件は採決の結果、出席議員全員異議なく認定

することに決定いたしました。また報告第 7 号平成 23 年度決算

における健全化判断化比率について、報告第 8 号平成 23 年度決

算における資金不足比率についてを承認することに決定いたし

ました。水道事業の経営、美波町歳入歳出決算全般について、

それぞれの善処・検討を行い、財政基盤強化に取組み、住民福

祉のため一層の努力を望みまして、総務産業建設委員会の報告

を終ります。 

議 長 文教厚生常任委員会委員長 

1 1 番 議 員 文教厚生委員会に付託されました議案審査の結果を報告いた

します。去る 9 月 18 日に文教厚生委員会に付託されました案件

は、認定第 1 号病院事業、認定第 2 号文教厚生委員会所管の 2

件でありました。委員会は 9 月 24 日議場において、全委員出席

のもと開催し、審査を行いました。特定健診・特定保健指導に

ついて、目標受診率に到達できていない、費用対効果はあるの

か、健診結果・レセプト点検で各疾病との関係について効果を

出すのはまだ時間が必要で資料を出すにはいたっていないが、

腎機能低下の状況については、健診の結果がよくなるなど改善

が見られている。生活習慣の見直しや必要な情報提供ができ、

支援ができているとで改善に繋がると、答弁がありました。次

に全ての事業、町税・水道使用料・住宅使用料・住宅新築資金

等の貸付・介護保険料での滞納について、全職員がしっかりと

対応していく必要がある。簡単に欠損処分とせず、収納に対し

ての取組むべきことについて、滞納の徴収については平成 22 年

度から全庁的に取組んできて、一定の効果は見られていると思

うが、新たな方策についても検討して対応していきたいと答弁

がありました。また学校のいじめ問題については、常日頃から
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把握に努めている、また日和佐小学校の体育館床下浸水対策に

ついては業者と共に浸水防止対策を図っているとの答弁があり

ました。このほか委員会の審査を通じ議論のありました主な事

項といたしましては、病院事業での職員の意識改革、受付方法

等、要援護者台帳の整備、高台移転等の検討、子どもセンター

の移転、児童館の移転計画の検討、一人親家庭等医療費助成事

業の広報、要援護者の津波からの避難対策、老人福祉センター

の有効利用等の議論がありました。認定第 1 号平成 23 年度美波

町公営企業会計決算の認定について、病院事業及び認定第 2 号

平成 23 年度美波町歳入歳出決算の認定について、文教厚生委員

会の所管の 2 件は採決の結果、出席議員全員異議なく認定する

ことに決定いたしました。病院事業の経営、美波町歳入歳出決

算全般について、それぞれの善処・検討を行い財政基盤強化に

取組み、住民福祉のため一層の努力を望みまして、文教厚生委

員会の報告を終わります。 

議 長 常任委員会委員長報告の説明が終わりました。  
質疑を行います。質疑はありませんか。これで質疑を終わり

ます。  
お諮りします。  
本案に対する委員長報告は、いずれも認定・承認すべきもの

であります。  
認定第 1 号 平成 23 年度 美波町公営企業会計決算の認定に

ついて 

認定第 2 号 平成 23 年度 美波町歳入歳出決算の認定につい

て 

報告第 7 号 平成 23 年度 決算における健全化判断比率につ

いて 

報告第 8 号 平成 23 年度 決算における資金不足比率につい

て 4 件は、委員長の報告のとおり認定、承認することにご異議

ございませんか。  
（異議なし）  

「異議なし」と認めます。  
認定第 1 号・2 号は、原案のとおり認定及び、報告第 7 号・8

号は承認されました。  
 

日程第 5 議案第 53 号 町道路線の認定についてを議題とい

たします。  
当局の説明を求めます。建設課長 
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建 設 課 長 （議案第 53 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

丸龍議員 

6 番 議 員 課長これ認定に関しては別に問題ないんですが、このガード

レール奥潟線の、このっていうんはこれどんなんですか。ちょ

っと道から下の奥潟川までちょっと高さがあると思うんですが

お聞きしたいと思います。 

議 長 建設課長 

建 設 課 長 今回、町道認定お願いしておるのは、県用工作物になるんで

すね、堤防、県の管理する堤防と堤防上の車道部分について町

道認定するということで、基本的には堤防上については県はガ

ードレール設置を認めていないというような状況がございま

す。ただ付いているところも何箇所かございます。できないか

ということもまた県の方でいっぺん協議もしたいと思います。

以上でございます。 

議 長 丸龍議員 

6 番 議 員 今、課長から答弁いただきましたが、やはり高さまた生活圏

の道でありますので、安全確保ということで県の方にですね、

強く要望していただきたいと思います。 

議 長 他に質疑ありませんか。これで質疑を終わります。 

これから討論を行います。討論は、ありませんか。 

（な し）  
「討論なし」と認めます。  
議案第 53 号 町道路線の認定についてを採決いたします。  
お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。  
（ 賛成 12 ： 反対 0 ） 

「起立多数」です。  
よって、議案第 53 号は、原案のとおり可決されました。  

 
日程第 6 議案第 54 号 町道路線の変更についてを議題とい

たします。  
当局の説明を求めます。建設課長 

建 設 課 長 （議案第 54 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。  
質疑はありませんか。質疑もないようですのでこれで質疑を

終わります。  
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これから討論を行います。討論は、ありませんか。  
（な し）  

「討論なし」と認めます。  
これから、議案第 54 号 町道路線の変更についてを採決いた

します。  
お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。  
（ 賛成 12 ： 反対 0 ） 

「起立多数」です。  
議案第 54 号は、原案のとおり可決されました。  

 
日程第 7 議案第 56 号 美波町道路占用料徴収条例の制定に

ついて（条例第 18 号）を議題といたします。  
当局の説明を求めます。建設課長 

建 設 課 長 （議案第 56 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

質疑はありませんか。これで質疑を終わります。  
これから討論を行います。討論、ありませんか。  

（な し）  
「討論なし」と認めます。  
これから、議案第 56 号を採決します。  
お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。  
（ 賛成 12 ： 反対 0 ）  

「起立全員」です。  
議案第 56 号は、原案のとおり可決されました。  

 
日程第 8 議案第 57 号 美波町がけ崩れ対策工事分担金徴収

条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  
当局の説明を求めます。建設課長 

建 設 課 長 （議案第 57 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

質疑ないようですので、質疑を終わります。  
討論を行います。討論は、ありませんか。  

（な し）  
「討論なし」と認めます。  
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これから、議案第 57 号を採決します。  
お諮りします。  
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。  
（ 賛成 12 ： 反対 0 ）  

「起立全員」です。  
議案第 57 号は、原案のとおり可決されました。  

 
日程第 9 議案第 58 号 平成 24 年度 美波町一般会計補正

予算（第 2 号）を議題といたします。  
当局の説明を求めます。総務課長 

総 務 企 画 課 長 （議案第 58 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。 

北山議員 

7 番 議 員 議長一括で全部質問していいですか。それではお聞きします。

まず 11 ページの議会費、150 千円この中で研修についてってい

うような説明があったんですが、その内容について教えていた

だきたいと思います。その次、情報ネットワーク費被災者支援

システム用データー抽出委託料これはどのような内容なのか、

そしてどのようにこれをやることによって変るのか、そこらを

教えていただきたいと思います。それと姉妹都市振興費 900 千

円ですか、これについてはいつ誰が行くようになっているのか

教えていただきたいと思います。それと 12 ページ、デマンドタ

クシー運行委託事業委託料ですか、これは先般の委員会でも議

論があったんですが、運行内容についてあまり的確な答弁がな

かったので、もう少しちゃんと検討してからというような指摘

をしておりましたが、それはもうできているのか、もしできて

いないんであればいつごろそれがはっきり分かるのか教えてい

ただきたいと思います。それから 14 ページ病院建設事業補助金、

病院建設事業認定業務委託料、これの内容っていうんを教えて

いただきたいと思います。それと 15 ページ青年就農給付金

4,500 千円ですか、それにつきましては総務課長の説明で新規就

農総合支援事業の補助金というような説明があったんで、これ

っていうんは私が一般質問で質したあの事業のことと理解して

いいのか。また課長が教えてくれました農業経営承継事業の方

なのか、そこらのところ教えていただきたいのと、新規就農と

いう新しい事業のことであるとすればこの 4 名の方、どういう

ような内容になっているのか、もう少し詳しく教えていただけ
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たらと思います。それと 17 ページの都市計画総務費の調査委託

料、この検討業務の内容をもう少し詳しく教えてください。以

上です。お願いします。 

議 長 産業課長 

産 業 振 興 課 長 15 ページの青年就農給付金でございますが、これは前に一般

質問されました青年就農給付金の経営開始型でございます。同

じものでございます。年間 1 人 1,500 千円で、年間の所得が 2,500

千円以下の人について最長 5 年間給付するということでござい

ます。それと事業内容はそういうことで、該当するというか 5

年間の交付要件につきましては、前もいいましたが自ら農地の

所有権もしくは利用権を有している、それから主要な機械・施

設を自ら所有貸借している、本人名義で生産物を出荷・取引し

ている。本人名義の通帳があり、売上や経費の支出等の経営支

出を自ら通帳・帳簿で管理している。それから給付対象者が農

業経営に関する利用権を有しているというようなことでござい

ます。農家の師弟でありましても、親元に就農してから 5 年以

内に経営を継承する場合は該当になります。そういうことです。

以上です。 

議 長 議会事務局 

議 会 事 務 局 長 議会の 19 節の議会負担金ですが、これは 11 月の 14 日から

16 日、全国で 56 回町村議会議長全国大会の参加と合わせて北海

道の白老町議会に議会改革の取組みとしての研修を行うためで

す。主なものでは通年議会の開催について、それと議会内の条

例・規則体系の見直しについて等々の研修を行う予定です。16

町村、徳島県の 16 町村が参加する予定です。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長 先程のご質問にお答えしたいと思います。まず 11 ページの情

報ネットワーク費の委託料で、被災者支援システム用データー

抽出委託料でございますが、被災者支援システムにつきまして

は、昨年度から徳島県で住民情報のバックアップの検討委員会

っていうのを行っておりまして、その中でどういったことがで

きるかということで、県内現在 12 市町村でこの被災者支援シス

テムを導入いたしております。この被災者支援システムにつき

ましては災害時において被災者への罹災証明書・被災家屋証明

書そういったものでありますとか、避難所関連の管理でありま

すとか仮設住宅や犠牲者の遺族管理、そういったもろもろの管

理ができるようなシステムになっております。ただこのもとに

なります住民基本台帳の情報、氏名・年齢等の情報につきまし
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てはもちろん被災時にここの庁舎に置いておけばダメというこ

とで、今遠隔地に置いております。そういったデーターをです

ね、被災時においては、その遠隔地から運んでいただいて、こ

の被災者支援システムを使ってそういった復旧にかかる支援が

できるシステムになっています。ただ住基データーの抽出につ

きましては、なかなかこの被災者支援システムに合うデーター

づくりというのが必要となってきますので、それにかかるプロ

グラムの開発にかかる費用とさしていただいております。 

次に姉妹都市振興費の経費でございますけれども、今年がで

すね豪日協会 30 周年記念の年となっております。それで 10 月

の 18 日から 10 月の 22 日までの期間において、あちらへ行って

式典に参加、それから領事館等への挨拶等を行っております。

この豪日協会につきましては現在ケアンズとの友好都市を行っ

ていく上で、非常に重要な位置づけとなっておりますので、今

回参加とさしていただいております。それで参加については 2

名を予定いたしておりまして、現在のところ副町長、それから

担当職員を総務企画課から 1 名という 2 名体制で参加させてい

ただきたいと思っております。 

次に 12 ページの委託料で、デマンドタクシーの運行事業委託

料でございますが、先般の委員会でご説明させていただきまし

て、大枠についてはもちろんああいったかたちということでご

理解いただけたらと思いますけれども、詳細につきましてはま

た地域公共交通会議も行いますし、もちろん運行に当たっては

タクシー事業等、詳細について詰めていくというかたちになり

ますので、運行予定については来年の 1 月以降となっています

ので、それまでに詳細については詰めさせていただきたいとい

うかたちでお願いしたいと思います。 

それから 14 ページの病院事業建設事業に係る補助金の分で

ございますけれども、事業認定につきましては前の委員会でも

ご説明させていただきましたので省略させていただきますけれ

ども、事業認定業務につきましてはコンサルタント業務となり

まして、発注するわけでございますけれども、この事業認定に

つきましては県の積算基準というのがございまして、こういっ

た事業をする場合のおよその金額というのははじかれておりま

す。それをもとに発注するわけですけれども、業務内容といた

しましては、打ち合わせ協議、それから現地調査、それから資

料の収集及び作成、調書等の作成、添付図面作成、申請書図書

の作成が主なものとなっております。それと現場においては地
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すべり協議も必要となってきますので、そういった協議の補助

といいますか、設計業務も含まれております。以上でございま

す。 

議 長 建設課長 

建 設 課 長 都市計画道路の見直しの検討業務内容ですね、これにつきま

しては都市計画道路見直し行程で、1 から 5 までのステップがあ

りますが、その内現在までにステップ 1 からステップ 4 までの

作業を行っております。具体的にステップ 4 といいますのは原

案ができまして、次に地元説明会、全体説明会を入る段階への

手前というところでございますが、24 年度はステップ 5 の都市

計画案の縦覧・意見書の提出・都市計画審議会・都市計画決定

の順序で都市計画の手続を行います。そのための都市計画変更

図面の作成と都市計画変更申請書の作成を行う予定でございま

す。以上で説明を終わります。 

議 長 北山議員 

７ 番 議 員 デマンドタクシーの運行についての詳細は 1 月までというよ

うな答弁であったんですが、できるだけ早い段階で決定をして

いただけたら、また利用する人等にも口伝えなり何なりで分か

っていくのではないのかなぁと思いますので、早急に決める作

業を進めていただきたいと思います。 

それとこの病院事業認定業務っていうんは、前にありました

支援事業いうんですか、あの事業のことなんですかね。ほこら

もう少し教えていただけたらと思いますんで、よろしくお願い

します。 

議 長 総務課長 

総 務 企 画 課 長 この事業認定業務につきましては、今現在発注しております

支援業務とは別個のものでございまして、基本設計を発注して、

そういった基本設計の流れの中で並行して進めるべきものであ

って、病院に必要な土地が本当にそれだけの土地が必要なんか

っていうことが決めないとやっぱり事業認定いただけませんの

で、基本設計と非常に密接な関係の中で進めていくような業務

となっております。 

議 長 他に質疑ありませんか。 

永本議員 

5 番 議 員 12 ページの町内会連合会の補助金 1,500 千円ですが、これは

遅きに支出だというものの、被災地を視察されるということで、

その視察のメンバーというんですかね、由岐・日和佐地域を比

べますと由岐の方が非常にまぁ防災意識が進んでおる、日和佐
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地区についてはかなり遅れておるということで、進んでおる由

岐地区の方から多数の参加というんでは困るわけなんで、でき

れば日和佐地区から沢山の方が参加していただいたらありがた

いとおもうわけで、この状況。 

それから 17 ページの非常備消防、以前にも町の方へ要請して

おりましたが、消防団の詰所ですね、これが水没するというよ

うなことでは非常に困るわけなんで、津波の水没の恐れがない

のが赤松・山河内、あと西河内・北河内ここの市街地、あるい

は由岐町の方、ほれらについても消防団の詰所については、用

地的にそんなに大きなものはいらないと思うわけなんです。こ

のあたりをひとつ、積極的に考えていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長 お答えします。12 ページの町内会連合会の補助金で東日本大

震災の視察でございますけれども、この案内につきましては町

内会連合会・自主防にですね、各団体に案内は出さしていただ

いております。それで対象者としては町内会で自主防が違う会

長さんがされてるところもいますけれども、そこで 1 名という

かたちでご案内させていただいておりますけれども、これが締

切がですね、9 月の末となっておりまして、今現在日和佐の方が

いくら申し込まれとうかっていうんは今ちょっとこの場では把

握はしておりませんけれども、後でですね、また寄っていただ

けたら報告させていただきたいと思います。 

議 長 消防防災課長 

消 防 防 災 課 長 先程の詰所の浸水地にかかる件につきまして、ご説明させて

いただきます。先般内閣府の津波高等々の公表がされました。

それを今詳しくこちらの方で調査いたしております。また先般

もご説明させていただきましたが、それに伴いましてハザート

マップ等々これから作成していきます。その中で詰所のみなら

ず、公営施設等々の移転等もこれから検討していく課題の 1 つ

かと思っております。それと合わせて検討させていただきます

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

議 長 他に 

寺下議員 

1 1 番 議 員 20 ページの総合体育館運営費の公共施設再生可能エネルギ

ー導入工事、これは公民館の方にもあるんですけれども、この

工事の内容といいますか、どのぐらいの規模でどのような電気

量なり蓄電があるのか、その内容についてお伺いします。 



 76

議 長 総務企画課長 

総 務 企 画 課 長 この公共施設再生可能エネルギー等の導入促進事業について

は、先程もちょっと説明させてもらいましたけれども、災害時

の防災拠点となりえるような施設についての太陽光パネルと蓄

電池の設置となっております。それで規模なんでございますけ

れども、総合体育館につきましては太陽光は出力が定額出力が

20kW で発電量は 20,000kWh の太陽光、それからリチウムイオン

蓄電池っていうのを置くんですけれども、ほれを 15kWh の蓄電

池を 1 つ置くようになっております。それと公民館については、

先程の体育館よりは半分の太陽光パネルで 10kW の定額出力で発

電量は 10,000kWh で、蓄電池については同等のものを置くこと

となっております。それでですね、メーカーによっても多少違

うかと思うんですけれども、この蓄電池の容量については、そ

れと使う電気の量にもよりますけれども、約 2kW の機器を最大

で使った場合で 6 時間、6 時間持つといったような蓄電池となっ

ております。以上です。 

議 長 寺下議員 

1 1 番 議 員 ちょっとその内容に関してはあまりよく分からないので、そ

の自然エネルギーにこう転化していくっていうのはすごい大事

なことだと思うんですが、国の制度であるとか、県の基金事業

であるからといって、内容についてあまり精査せずにそのまま

実施していくっていうのも、やっぱり今の現状では一般財源か

らの負担もあると思いますので、よく内容等精査されて、実施

していただくことをお願いしたいと思います。 

議 長 他に質疑ありませんか。 

山本議員 

1 4 番 議 員 20 ページの土木施設災害復旧費、これ町長の提案説明でも 7

月から 1,300 千円以上は変動型最低制限価格制度を行っていく

といわれておりますが、試行といわれておりますが、どういう

ような内容の制度かそれをお聞きしたいんと、もう１点この先

程北山議員さんもいっておりましたが、関連となりますが、先

般の委員会の資料で見ますと、提唱・実証運行計画案によると

タクシーの助成またデマンドバスの利用できないという空白的

な地域も見受けられるので、これから１月までにかけて極力ほ

ういう不公平感のないように調整して取組んでいただきたいで

す。それは要望といたします。以上です。 

議 長 建設課長 

建 設 課 長 変動型最低制限価格制度の内容ということで、これにつきま
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しては従来は最低制限価格いうんは町長が札をまぁいうたら入

札の前に決めておりました。ほれで封をして、ほれで入札室に

持っていくんです。今回の分、最低制限価格の制度につきまし

ては、その分については制限価格は事前に決めれません。設計

価格だけをですね、記載しております。設計価格イコール予定

価格としておりますので、設計価格イコール予定価格だけを札

を入札の前に町長に決定していただきます。それで当日入札の

場でですね、業者が札を入れて、それのトータル 10,000 千円の

工事費の場合、設計価格が、その場合は 85％以下になった札に

ついてはですね、8,500 千円ということでみなしの価格というん

を設定しまして、それでトータル平均入札価格を出して、ほれ

よりも 8,500 千円よりも下回ってもですね、下回る場合は

83.2％かな、83.2％いうんが実際 85％以下で全部が応札費とい

うか入札を入れてきた場合は、8,320 千円いうことかな、ほれで

決まるというようなことになります。それでほれがまぁほの時、

ほれがそれ以下ばっかりの場合やけんど、ずうっとバラバラに

なっておりますので、それはその都度平均を出して最低制限価

格設定するということでございます。ここではちょっとはっき

りしたことはいえんけんどね。 

議 長 他に 

新開議員 

1 2 番 議 員 2 点ほどちょっとお聞きしたいんですが、まず 1 点目、ふれ

あいホールのぽっぽの水槽の修繕料 1,600 千円、これどういう

ところ修理なさるのかお聞かせ願いたい。 

それと保育所・幼稚園、総務課長がおっしゃったと思うんで

すが、ガラスの飛散防止のということをいっておったようでご

ざいますが、多分地震対策によってガラスが落ったときに、人

が集まるところにガラスが多分落ちてくるので、そういうよう

なことをいわれとうと思うんですが、どういう内容でどのぐら

いの規模をなさるのかをお聞かせ願いたいと思います。 

議 長 地域振興室長 

地 域 振 興 室 長 新開議員の質問にお答えいたします。16 ページのふれあいホ

ール費の修繕料でございますが、ご承知のとおり 1 階に円形水

槽がございます。その横にふれあい水槽がありますけれども、

特に円形水槽の方についてであったんですけれども、平成あれ

が 8 年の 7 月にオープンしたと思うんですけど、その当時から

設置されておりました海水の冷却装置、それがいよいよ使えな

くなってしまいまして、それを取替えをさしていただくいう費
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用が 1 つ、これが 1,000 千円近くかかります。もう少し細かく

いいますと、当時の装置そのまま置き換えるようなやり方をし

ますと数百万かかってしまうというようなことがありましたの

で、なるべく簡易なやり方を業者さんの方に考えていただきま

して、エアコンの室外機のようなものに置き換えていくことに

よって、かなり金額下げることができるいうふうなことで、そ

のようなかたちに置き換えるような修繕をさしていただくとい

うことが 1 つ、それとその結果として当然不用になった装置が

出てまいりますので、それを撤去させていただいて処分させて

いただきたい。結構古い装置が残ったままになっておりまして、

機械室の中も手狭になっておりますので、その機会にそういっ

た装置を撤去させていただいて、処分をさせていただきたいい

うのが 2 つ、それともう 1 点はぽっぽ物産館の方になりますが、

ぽっぽ物産館の方でも水槽がございまして、アワビであるとか

あるいは伊勢エビなんかを少々生けておきまして、希望者にお

売りしていると、そういうふなんもございますが、これにつき

ましても、年数が経ったがために使えなくなっておりました。

それにつきまして伊勢エビの時期でございますので、補正を組

ましていただいて対応さしていただくというようなことでござ

います。 

議 長 保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長 それでは私の方からは保育園の修繕料、飛散防止フィルムに

ついてお答えさせていただきます。議員がおっしゃいましたと

おり、これについては防災対策用の飛散防止フィルムでござい

ます。これについて現在、日和佐保育園と阿部保育園・木岐保

育園について業者により見ていただいた結果、日和佐保育園で

は 29ｍ必要である、また阿部保育園では 30ｍ必要でございます。

また木岐保育園では 36ｍのフィルムが必要ということで予算措

置をさせていただいております。それで由岐保育園と赤松保育

園においては、現在強化ガラス・強化プラスチック等のものを

使用しておりますので、フィルムの必要はないということで、3

園について予算措置させていただいております。以上でござい

ます。 

議 長 教育課長 

学 校 教 育 課 長 それでは私の方から幼稚園の飛散防止フィルムの修繕料のご

説明をいたします。昨年の 8 月に日和佐保育園・日和佐幼稚園

の PTA と保護者会から町長・議長宛に防災に関する要望書とい

うことで、要望の中に、その要望書の中に耐震改修及びガラス
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に飛散防止フィルムを貼るというような要望が出てきておりま

した。それで幼稚園の方は日和佐保育所より古くて、耐震も出

来ておりません。フィルムを張るのに一応管理等、これは体育

館、リズム室ですね、リズム室の方とそれと保育等、全てを一

応全部貼るということで、今回 1,200 千円のフィルムを貼る、

業者によって貼っていただくというように出しております。そ

れとこれ、額が高くなっておりますのは、管理等の方、体育館

の方を貼るときにガラス、高所のガラスのところがございます。

高いところが、そこが足場がいったりしますので、足場をする

費用とかもはいっておりますので、ちょっと額が見積もりでは

1,200 千円というふうになっております。以上です。 

議 長 他に質疑 

影山議員 

3 番 議 員 18 ページの中学校費について質問します。日和佐中学校費で

すが、賃借料使用料及び賃借料、先程総務課長からいよったよ

うに、今年から中学校で体育で武道かまたダンスが必修化にな

っております。それで剣道部といったんですが、184 千円、何組

か、それから私が認識しているのは日和佐中学校はすもうを選

択したと聞いておるんですが、由岐中学校が剣道を選択したと

聞いておるんですが、そのあたりご説明お願いします。 

議 長 教育課長 

教 育 課 長 それではご説明いたします。議員ご指摘のとおり今年度から

体育の授業で武道が必修となっております。日和佐中学校の方

は剣道ということで 20 組、剣道とすもうということで、女子が

剣道ということで聞いております。それで 20 組ということで、

由岐中学校の方は当初に入っておりましたが、日和佐中学校は

今回の補正で剣道ということで 20 組のレンタル料ということで

上げてきております。以上です。 

議 長 小休します 

 （時に 10 時 35 分） 

 （休憩中） 

 （時に 10 時 37 分） 

議 長 再開します。 

これで質疑を終わります。 

討論を行います。討論ありませんか。 

（な し）  
「討論なし」と認めます。 

これより、議案第 58 を採決します。 
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お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。 

（ 賛成 12 ： 反対 0 ）  
「起立全員」です。  
議案第 58 号は、原案のとおり可決されました。  

 

小休します。 

 （時に 10 時 39 分） 

 （休憩中） 

 （時に 10 時 55 分） 

議 長 再開します。 

日程第 10 議案第 59 号 平成 24 年度美波町国民健康保険事

業特別会計補正予算を議題といたします。  
当局の説明を求めます。保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長 （議案第 59 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。  
江本議員 

2 番 議 員 国民健康保険税の方で、歳入の方で少しお伺いしたいんです

が、一般被保険者の国民健康保険税ということで、14,000 千円

減というかたちで、調定でも確定されてたというように理解す

るんですが、この減額っていう要因ていうのは、どういうとこ

ろからきとるのか、そこのところ分かったら教えていただきた

いんですけど。 

議 長 保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長 それでは先程の江本議員さんのご質問に対してお答えさせて

いただきます。7 月の当初課税が終わりまして、調定は確定いた

しました。それの調整予算でございますが、一般被保険者の方

で 14,135 千円の減となっているのは、大きな要因としては課税

所得の低下、それと資産割の基礎となります固定資産税という

のが 3 年に 1 度の評価替えによりましたことによりまして、大

きく減になったことが要因となっております。それで課税所得

については、基礎分・後期区分とも当初課税対象見込額より、

約 5.3％の減となっており、約課税所得では 47,000 千円の課税

所得の減となっております。また資産割りに相当します固定資

産税についても 10.9％の減でございまして、当初予算見込みか

らすると、資産対象税額は 4,800 千円の減となっております。

以上でございます。 
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議 長 質疑ありませんか。質疑を終わります。  
討論を行います。討論ありませんか。  

（な し）  
「討論なし」と認めます。  
これから、議案第 59 号を採決します。  
お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。  
（ 賛成 12 ： 反対 0 ）  

「起立全員」です  
議案第 59 号は、原案のとおり可決されました。  

 
日程第 11 議案第 60 号 平成 24 年度 美波町簡易水道事業

特別会計補正予算を議題といたします。  
当局の説明を求めます。水道課長 

水 道 課 長 （議案第 60 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。質疑を終わります。  
討論を行います。 

（な し）  
「討論なし」と認めます。  
議案第 60 号を採決します。  
お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。  
（ 賛成 12 ： 反対 0 ）  

「起立全員」です  
議案第 60 号は、原案のとおり可決されました。  

 
日程第 12 議案第 61 号 平成 24 年度美波町公共下水道事業

特別会計補正予算を議題といたします。  
当局の説明を求めます。建設課長 

建 設 課 長 （議案第 61 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。質疑ないようですの

で、終わります。  
討論を行います。  

（な し）  
「討論なし」と認めます。  
議案第 61 号を採決します。  
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お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。  
（ 賛成 12 ： 反対 0 ）  

「起立全員」です  
議案第 61 号は、原案のとおり可決されました。  

 
日程第 13 議案第 62 号 平成 24 年度美波町介護保険事業特

別会計補正予算を議題といたします。  
当局の説明を求めます。保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長 （議案第 62 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。質疑ないようですの

で質疑を終わります。  
これから討論を行います。討論は、ありませんか。  

（な し）  
「討論なし」と認めます。  
議案第 62 号を採決します。  
お諮りします。  
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。  
（ 賛成 12 ： 反対 0 ）  

「起立全員」です。 

議案第 62 号は、原案のとおり可決されました。 

 
日程第 14 議案第 63 号 平成 24 年度美波町国民健康保険阿

部診療所特別会計補正予算を議題といたします。  
当局の説明を求めます。住民室長 

住 民 室 長 （議案第 63 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。質疑はありませんか。

質疑を終わります。  
討論を行います。  

（な し）  
「討論なし」と認めます。  
議案第 63 号を採決します。  
お諮りします。  
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。  
（ 賛成 12 ： 反対 0 ）  
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「起立全員」です。 

議案第 63 号は、原案のとおり可決されました。 

 
日程第 15 議案第 64 号 平成 24 年度 美波町後期高齢者医

療特別会計補正予算を議題といたします。  
当局の説明を求めます。保健福祉課長 

保 健 福 祉 課 長 （議案第 64 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。質疑ありませんか。

これで質疑を終わります。  
討論を行います。討論ありませんか。  

（な し）  
「討論なし」と認めます。  
これから、議案第 64 号を採決します。  
お諮りします。  
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。  
（ 賛成 12 ： 反対 0 ）  

「起立全員」です。 

議案第 64 号は、原案のとおり可決されました。 

 
日程第 16 議案第 65 号 平成 24 年度美波町水道事業会計補

正予算を議題といたします。  
当局の説明を求めます。水道課長 

水 道 課 長 （議案第 65 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。質疑はありませんか。

質疑ないようですので、これで質疑を終わります。  
討論を行います。討論ありませんか。  

（な し）  
「討論なし」と認めます。  

これから、議案第 65 号を採決します。  
お諮りします。  
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。  
（ 賛成 12 ： 反対 0 ）  

「起立全員」です。 

議案第 65 号は、原案のとおり可決されました。  
 

日程第 17 議案第 66 号 平成 24 年度 美波町病院事業会計
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補正予算を議題といたします。  
当局の説明を求めます。日和佐病院事務長 

日和佐病院事務長 （議案第 66 号の説明をする） 

議 長 説明が終わりました。質疑を行います。質疑ありませんか。

質疑なしと認めます。  
これから討論を行います。討論ありませんか。  

（な し）  
「討論なし」と認めます。  
議案第 66 号を採決いたします。  
お諮りします。  
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願い

ます。  
（ 賛成 12 ： 反対 0 ）  

「起立全員」です。 

議案第 66 号は、原案のとおり可決されました。  
 

日程第 18 請願書第 1 号 常設型の美波町住民投票条例制定

に関する請願について、議題といたします。 

本件について、総務産業建設常任委員長の報告を求めます。

江本委員長 

2 番 議 員 請願審査報告書、平成 24 年 3 月定例会で総務産業建設委員会

に付託されました請願書の結果報告を申し上げます。委員会は 7

月 26 日、9 月 11 日、21 日に開催し、審査を行いました。委員

会では住民投票を行う場合は、住民投票の対象案件、発議及び

請求、投票に関する手続の要件をあらかじめ条例によって定め、

要件を満たすことにより、自動的にいつでも住民投票を実施す

る常設型の制度ではなく、住民投票として現行法上、制度化さ

れているもの、地方公共団体が定める条例、首長・議長が提案

し、議会の議決により住民投票条例を制定する。また住民につ

いては地方自治法第 74 条の規定にもとづく直接請求により、住

民投票条例の制定を市長に対し求め、議会の議決を得て制定す

る。手続による個別型の住民投票で行うことでいいのではない

かと、意見になりました。採決の結果、住民の意思を確認する

必要が生じた場合には、慎重に審議し、個別設置型の住民投票

条例をつくるべきであると、全員の意見となり、常設型の美波

町住民投票条例制定に関する請願は不採択と決定いたしまし

た。以上、委員長報告を終わります。 

議 長 委員長の報告が終わりました。 
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質疑を行います。質疑ありませんか。 

質疑を終わります。 

討論を行います、討論はありませんか。 

小休します。 

 （時に 11 時 39 分） 

 （休憩中） 

 （時に 11 時 40 分） 

議 長 再開します。 

反対討論から、先にいただきます。反対討論ありますか。 

寺下議員 

1 1 番 議 員 すいません、これはこの請願に対する反対っていうことでい

いんですよね。私は反対の立場から発言をいたします。請願者

の春田さんの趣旨もまぁ認識し、理解もいたしておりますし、

北山さんがこれまでの請願の時にもおっしゃられたような住民

の意見を十分に反映させるということに対しては、住民自治の

観点からも重要であると考えております。また今後過疎化が進

み、行財政改革の中で議員の定員削減も段階を経て実施される

中で、もし極端に少なくなった場合においては、この制度は真

に必要になってくるかも知れないと認識しております。しかし

本来、住民の代表として議会があります。たしかに町を左右す

るような大きな課題については住民の意見を聞くことは必要不

可欠のことではありますが、しかしその前に私達議会がしっか

りと機能し、チェック機関としての役割を果たし、日々住民と

関わる中で情報を発信し共有し、住民の意見や要望を行政に反

映させていかなければいけないと私は考えます。以前からも議

員の協力の下、議会だより報告会を行ったり、インターネット

による議会中継を開始したりと、一歩ずつではありますが、開

かれた議会を目指し取組んでおります。また現在定数のあり方

についても協議を重ね、住民から付託された議員として役割を

果たすべく、各常任委員会・特別委員会・議会運営委員会と議

長を先頭に議会全体で努力し、現在していこうと取組んでおり

ます。今私達に足りないものは沢山あるかもしれませんが、早

期条例制定ありきと考えるよりも、そのような声があることを

真摯に受け止めて、これからも議会改革に努め、町が前向きに

進むよう、行政と両輪のごとく努力したいと考えておりますの

で、現段階での条例制定については反対いたします。 

議 長 次に賛成の討論をお願いします。 

北山議員 
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7 番 議 員 私は賛成の立場で討論をいたします。今日のような複雑で多

様化した社会では、町民ニーズをより適切に町政に反映させる

ため、町民が投票により意見を直接表明することができる住民

投票制度化をすることが、町民の町政参画を促進することにな

り、町民参加による共同のまちづくりの第一歩になると思いま

すので、賛成をいたしますので、よろしくお願いをいたします。

議 長 この請願に対する委員長の報告は、不採択です。請願第 1 号

常設型の美波町住民投票条例制定に関する請願を採択すること

に賛成の方は起立願います。 

（ 賛成 1 ： 反対 11 ） 

「起立少数」です。 

したがって、請願第 1 号 常設型の美波町住民投票条例制定

に関する請願は、不採択ということに決定いたしました。 

 

日程第 19 常任員会の閉会中の継続調査申出書について議題

といたします。  
各常任委員長から所管事項のうち、会議規則第 73 条の規定に

よって、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続調

査の申し出があります。  
お諮りします。  
それぞれ委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査と

することに、ご異議ございませんか。  
（異議なし）  

「異議なし」と認めます。 

したがって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査

とすることに決定しました。  
 

以上で本日の日程は終了しました。  
 

お諮りします。  
次回定例会の会期日程等は､議会運営委員会に付託したいと

思いますが､ご異議ございませんか。  
（異議なし）  

「意義なし」と認めます。 

次回定例会の会期等は､議会運営委員会に付託されました。  
 

お諮りします。  
本定例会の会議に付された事件は､すべて終了しました。会議
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規則第 6 条の規定によって、本日で閉会したいと思います。ご

異議ございませんか。  
（異議なし）  

「意義なし」と認めます。  
本定例会は､本日で閉会することに決定しました。これで本日

の会議を閉じます。  
平成 24 年第 3 回美波町議会定例会を閉会いたします。  
お疲れさまでした。 

 （時に 11 時 55 分） 
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